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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクチベーションサーバーにおいて実行される方法であって、
　個々のサービスが検証されたサービスプロバイダーのセットを記憶するステップであっ
て、前記サービスプロバイダーのうちの少なくとも１つは前記アクチベーションサーバー
の外部の１つ以上のサービスプロバイダーを含む、ステップと、
　装置に関連した１つ以上の第１パラメータを前記装置から受信するステップと、
　前記第１パラメータの１つ以上を使用して前記サービスプロバイダーのセットから１つ
以上のサービスプロバイダーのリストを導出するステップと、
　前記リストを前記装置に与えるステップと、
　前記装置と、前記リストから前記装置のユーザによって選択された前記外部のサービス
プロバイダーの１つとの間に確立されたサービスアカウントに関連し、前記選択された外
部のサービスプロバイダーから提供されたパラメータを含む第２のパラメータを前記装置
から受信するステップと、
　前記装置が前記サービスアカウントにアクセスできるようにするために、少なくとも前
記第２のパラメータに基づいて構成データを生成するステップと、
　前記構成データを前記装置に送信するステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　前記装置が新たなサービスアカウントを生成するか、又は新たなサービスアカウントの
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生成をバイパスして既存のサービスアカウントを前記装置で使用するように構成するかの
選択可能なオプションを可能にするステップと、
　既存のサービスアカウントを構成するオプションの選択に応答して、サービスアカウン
ト識別子を前記装置から受信するステップと、
　前記サービスアカウント識別子に対応するメッセージングプロバイダーを識別するステ
ップと、
　既存のサービスアカウントに使用するように前記装置を構成できる構成データを生成す
るステップと、
　前記構成データを前記装置へ送信するステップと、
を更に含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記サービスアカウント識別子に対応するサービスプロバイダーと通信して前記既存の
サービスアカウントに対して前記装置のユーザを認証するように前記装置に指令するステ
ップを更に含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記サービスアカウント識別子は、メッセージングアドレスを含み、
　前記既存のサービスアカウントは、既存のメッセージングアカウントを含み、
　前記サービスプロバイダーは、メッセージングプロバイダーを含む、
請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　１つ以上のサービスプロバイダーのリストを導出する前記ステップは、前記第１パラメ
ータを前記サービスプロバイダーのセットと比較し、そして前記第１パラメータに対応す
るサービスプロバイダーに基づいて前記リストを生成することを含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項６】
　前記リスト内の各サービスプロバイダーに対してネットワークアドレスを関連付けるス
テップを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記構成データを前記装置に与える前に前記構成データにサインするステップを更に含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　少なくとも一つのプロセッサと、
　コンピュータプログラムを含む少なくとも一つのメモリと、を備える装置であって、
　前記少なくとも一つのメモリに含まれたコンピュータプログラムが前記プロセッサにお
いて実行されることにより、前記装置が少なくとも、
　前記装置に関連した１つ以上の第１のパラメータをアクチベーションサーバーへ送信し
、
　前記送信された１つ以上の第１のパラメータを使用して導出されたサービスプロバイダ
ーのリストを受信し、前記サービスプロバイダーのうちの少なくとも１つは個々のサービ
スが検証された前記アクチベーションサーバーの外部の１つ以上のサービスプロバイダー
を含み、
　前記リスト内の少なくとも１つの外部のサービスプロバイダーのユーザによる選択を受
け付け、
　前記リスト内の少なくとも一つの外部のサービスプロバイダーの選択を認識し、
　少なくとも、前記装置と、前記リストから前記装置のユーザによって選択された前記外
部のサービスプロバイダーの１つとの間に確立されたサービスアカウントに関連し、前記
選択された外部のサービスプロバイダーから提供されたパラメータを含む第２のパラメー
タであって前記装置から前記アクチベーションサーバーにより受信された第２のパラメー
タに基づいて前記アクチベーションサーバーによって生成された構成データを前記アクチ
ベーションサーバーから受信し、
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　前記受信された構成データに基づいて、前記装置が前記サービスアカウントにアクセス
できるようにするために当該装置の構成を行なう、
手順を実行する装置。
【請求項９】
　前記装置は、更に、前記選択されたサービスプロバイダーのネットワークアドレスに向
けられたブラウザモジュールを開始し、それとのユーザ対話を可能にして、前記選択され
たサービスプロバイダーとのサービスアカウントを生成できるように構成される、請求項
８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記装置は、非構成のクライアントモジュールを呼び出す試みを確認し、そしてそれに
応答して、前記装置に関連した１つ以上のパラメータを自動的に送信するように前記送信
器に指令するよう構成される、請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　前記装置は、更に、新たなサービスアカウントの生成に応答して得られた構成データで
前記装置をアクチベートするように構成される、請求項８に記載の装置。
【請求項１２】
　前記装置は、移動電話、パーソナルデジタルアシスタント、又はコンピューティング装
置のいずれかを含む、請求項８に記載の装置。
【請求項１３】
　少なくとも一つのプロセッサと、
　コンピュータプログラムを含む少なくとも一つのメモリと、を備える装置であって、
　前記少なくとも一つのメモリに含まれるコンピュータプログラムを前記プロセッサにお
いて実行することにより、前記装置が、
　既存のサービスアカウントに関連したサービス関連識別子をアクチベーションサーバー
に送信し、
　前記サービスアカウント識別子に対応するそのサービスが検証されたアクチベーション
サーバーの外部のサービスプロバイダーにアクセスするための情報を前記アクチベーショ
ンサーバーから受信し、
　少なくとも、前記装置と、前記外部のサービスプロバイダーとの間に確立された既存の
サービスアカウントに関連し、前記外部のサービスプロバイダーから提供されたパラメー
タであって前記装置から前記アクチベーションサーバーにより受信されたパラメータに基
づいて前記アクチベーションサーバーによって生成された構成データを前記アクチベーシ
ョンサーバーから受信し、
　前記受信された構成データに基づいて、前記装置が前記サービスアカウントにアクセス
できるようにするために当該装置の構成を行なう、
　手順を実行する装置。
【請求項１４】
　アクチベーションサーバーに送信されるべき１つ以上のサービスに関連する装置パラメ
ータを識別する手順と、
　前記アクチベーションサーバーから受信された１つ以上のサービスプロバイダーのリス
トを提示する手順であって、このリストは、前記パラメータのうちの１つ以上のパラメー
タを使用して、サービスプロバイダーのセットから導出されるものであり、前記サービス
プロバイダーの１つ以上は検証され、前記アクチベーションサーバーの外部のものである
、手順と、
　前記リスト内の外部のサービスプロバイダーの少なくとも１つを選択するユーザによる
入力を受け付ける手順と、そして
　少なくとも、前記装置と、前記リストから前記装置のユーザによって選択された前記外
部のサービスプロバイダーの１つとの間に確立されたサービスアカウントに関連し、前記
選択された外部のサービスプロバイダーから提供されたパラメータを含む第２のパラメー
タであって前記装置から前記アクチベーションサーバーにより受信された第２のパラメー
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タに基づいて生成された構成データを前記アクチベーションサーバーから受信し、
　前記受信された構成データに基づいて、前記装置が前記サービスアカウントにアクセス
できるようにするために当該装置の構成を行なう手順と、
　　を少なくともコンピュータに実行させるプログラムを記憶したコンピュータ読み取り
可能な記憶媒体。
【請求項１５】
　少なくとも一つのプロセッサと、
　コンピュータプログラムを含む少なくとも一つのメモリと、を備える装置であって、
　前記少なくとも一つのメモリに含まれるコンピュータプログラムが前記プロセッサおい
て実行されることにより、前記装置が、
　前記装置の外部のサービスプロバイダーによって提供される個々のサービスの検証に基
づいて、複数のサービスプロバイダーのセットを形成し、
　他の装置に関連する１つ以上の第１のパラメータ受信し、
　前記１つ以上の第１のパラメータを用いて前記サービスプロバイダーのセットから１つ
以上のサービスプロバイダーのリストを導出し、
　前記他の装置へ前記リストを送信し、
　前記他の装置と、前記リストから他の装置によって選択された外部のサービスプロバイ
ダーとの間に確立されたサービスアカウントに関連し、前記選択された外部のサービスプ
ロバイダーから提供されたパラメータを含む第２のパラメータを前記他の装置から受信し
、
　前記他の装置が前記サービスアカウントにアクセスできるようにするために、少なくと
も前記第２のパラメータに基づいて構成データを生成し、
　前記構成データを前記他の装置に送信する、
　手順を少なくとも実行する装置。
【請求項１６】
　前記他の装置が新たなサービスアカウントを生成するか、又は新たなサービスアカウン
トの生成をバイパスして既存のサービスアカウントを前記他の装置で使用するように構成
するかの選択可能なオプションを可能にする手順と、
　既存のサービスアカウントを構成するオプションの選択に応答して、サービスアカウン
ト識別子を受信する手順と、
　前記サービスアカウント識別子に対応するメッセージングプロバイダーを識別する手順
と、
　既存のサービスアカウントに使用するように前記他の装置を構成できる構成データを生
成する手順と、
　前記構成データを前記他の装置へ送信する手順と、
を更に実行する請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記サービスアカウント識別子に対応するサービスプロバイダーと通信して前記既存の
サービスアカウントに対して前記他の装置のユーザを認証するように前記他の装置に指令
する手順を更に実行する、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記サービスアカウント識別子は、メッセージングアドレスを含み、
　前記既存のサービスアカウントは、既存のメッセージングアカウントを含み、
　前記サービスプロバイダーは、メッセージングプロバイダーを含む、
請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　１つ以上のサービスプロバイダーのリストを導出する前記手順は、前記第１パラメータ
を前記サービスプロバイダーのセットと比較し、そして前記第１パラメータに対応するサ
ービスプロバイダーに基づいて前記リストを生成することを含む、請求項１５に記載の装
置。
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【請求項２０】
　前記リスト内の各サービスプロバイダーに対してネットワークアドレスを関連付ける手
順を更に実行する、請求項１５に記載の装置。
【請求項２１】
　前記構成データを前記他の装置に送信する前に前記構成データにサインする手順を更に
実行する、請求項１５に記載の装置。
【請求項２２】
　装置において実行される方法であって、
　アクチベーションサーバーに前記装置に関連する１つ以上のサービス関連パラメータを
送信するステップと、
　前記１つ以上の送信されたパラメータを用いて導出された１つ以上のサービスプロバイ
ダーのリストを受信するステップであって、前記サービスプロバイダーの１つ以上は検証
され、前記アクチベーションサーバーの外部のものである、ステップと、
　前記リスト内の１つ以上の外部のサービスプロバイダーを選択するユーザの入力を受け
付けるステップと、
　少なくとも、前記装置と、前記リストから前記装置のユーザによって選択された前記外
部のサービスプロバイダーの１つとの間に確立されたサービスアカウントに関連し、前記
選択された外部のサービスプロバイダーから提供されたパラメータを含む第２のパラメー
タであって前記装置から前記アクチベーションサーバーにより受信された第２のパラメー
タに基づいて前記アクチベーションサーバーによって生成された構成データを前記アクチ
ベーションサーバーから受信するステップと、
　前記受信された構成データに基づいて、前記装置が前記サービスアカウントにアクセス
できるようにするために当該装置の構成を行なうステップと、
　を含む方法。
【請求項２３】
　更に、前記選択されたサービスプロバイダーのネットワークアドレスに向けられたブラ
ウザモジュールを開始するステップを更に含み、それとのユーザ対話を可能にして、前記
選択されたサービスプロバイダーとのサービスアカウントを生成できるようする、請求項
２２に記載の方法。
【請求項２４】
　非構成のクライアントモジュールを呼び出す試みを確認し、そしてそれに応答して、前
記装置に関連した１つ以上のパラメータを自動的に送信するように前記送信器に指令する
ステップを更に含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　更に、新たなサービスアカウントの生成に応答して得られた構成データで前記装置をア
クチベートするステップを含む、請求項２２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に、移動通信に係り、より詳細には、サービスプロバイダーアカウン
トの生成、及びそれに関連した装置の構成を容易にするためのシステム、装置及び方法に
係る。
【背景技術】
【０００２】
　通信インフラストラクチャー及び装置の進歩は、標準的な通信装置を多様性の通信ツー
ルに変えた。人々は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）から、インターネットのよ
うな広い到達域のグローバルエリアネットワーク（ＧＡＮ）までの範囲のネットワークを
経て、互いに且つ他の電子装置と通信する。移動電話、パーソナルデジタルアシスタント
（ＰＤＡ）、等のワイヤレス通信装置は、ショートレンジワイヤレステクノロジーを使用
して、このようなネットワーク及びそれらのローカル環境とインターフェイスするように
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しばしば設計される。
【０００３】
　今日、このようなワイヤレス装置は、種々の異なる形式の通信に使用される。例えば、
現在の及び予想される移動電話テクノロジーは、ワイヤレス装置を、音声、データ、映像
、ビデオ及び他のマルチメディアコンテンツを捕獲して通信することのできるパワフルな
ツールに一変させた。移動電話は、かつては音声通信ツールのみであったが、現在では、
典型的に、テキストメッセージングのようなデータメッセージング能力、例えば、ショー
トメッセージサービス（ＳＭＳ）、マルチメディアメッセージング、インスタントメッセ
ージング、ｅ－メール、ボイス・オーバー・インターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）、等
をしばしば含む。
【０００４】
　しかしながら、これらのメッセージング能力は、それに対応するメッセージングアカウ
ントをしばしば必要とする。例えば、自分の移動電話を経てｅ－メールを送信及び／又は
受信したい移動電話ユーザは、ｅ－メール通信に参加するために、あるｅ－メールアカウ
ントを確立しなければならない。しかしながら、事前にｅ－メールアカウントをもたない
個人や、既存のｅ－メールアカウント／アドレスが適当であるパーソナルコンピュータを
有していない個人が非常に多い。これは、市場を開発する際に特に言えることである。又
、既にｅ－メールアカウントを確立しているが、移動装置でそのｅ－メールアカウントを
使用することを望まず、それ故、移動装置と共に別のｅ－メールボックスをもちたい個人
もいる。従って、これらの人々は、誰とのアカウントを生成でき、そしてそのようなアカ
ウントをどのように構成するか決定するアクションをとらねばならない。又、悪意のある
構成パッケージが装置に届くことがあり、ユーザが潜在的に重大なリスクに直面するので
、現在の構成方法論ではセキュリティの問題もある。
【０００５】
　ユーザのインターフェイスメカニズムでは操作がより困難である別の問題が移動装置ユ
ーザに主として影響を及ぼす。例えば、多くの移動電話は、標準的キーボード（例えば、
ＱＷＥＲＴＹキーボード）を有しておらず、むしろ、アルファキャラクタ能力をもつ数字
キーパッドを有している。このような制限されたＵＩ装置を経て新たなサービスアカウン
トを確立するか又はアカウントを構成するのに必要な情報を入力することは、困難であり
且つ時間がかかる。又、これらの制限は、このような装置における既存のｅ－メールアカ
ウントのアクチベーションを複雑にする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、この産業では、通信装置のサービスアカウントを効率的に容易に確立し及び／
又は構成する方法が要望される。本発明は、これら及び他の要望を満足すると共に、従来
技術に勝る他の効果を発揮する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した従来技術の制約を克服し、且つ本明細書を読んで理解したときに明らかとなる
他の制約も克服するために、本発明は、サービスプロバイダーアカウントの生成及びそれ
に関連した装置の構成を容易にするシステム、装置及び方法を開示する。
【０００８】
　本発明の一実施形態による方法は、装置に関連した１つ以上のパラメータを送信し、そ
してそれに応答して、サービスプロバイダーのリストを受信することを含む。このリスト
は、送信されたパラメータを使用して、サービスプロバイダーのセットから導出される。
サービスプロバイダー（１つ又は複数）の選択が可能になり、次いで、選択されたサービ
スプロバイダーとのサービスアカウントを生成するために、選択されたサービスプロバイ
ダーとの通信が容易にされる。
【０００９】
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　このような方法のより特定の実施形態では、新たなサービスアカウントを生成するか、
又は新たなサービスアカウントの生成をバイパスして既存のサービスアカウントを装置で
使用するように構成するか、の選択可能なオプションが提示される。一実施形態では、既
存のサービスアカウントを構成するためのオプションの選択が確認され、そしてそれに応
答して、既存のサービスアカウントの既存のサービスプロバイダーを表すサービスアカウ
ント識別子が与えられる。既存のサービスプロバイダーに関連した構成データが受信され
、装置は、受信した構成データを使用して、既存のサービスプロバイダーで動作するよう
に構成される。別の特定の実施形態では、既存のサービスアカウントが既存のｅ－メール
アカウントである。このようなケースでは、既存のサービスアカウントの既存のサービス
プロバイダーを表すサービスアカウント識別子を与えることは、既存のｅ－メールアカウ
ントに関連したｅ－メールアドレスを与えることを含む。更に別の実施形態では、既存の
サービスアカウントに対する装置のユーザを認証するために、通信が既存のサービスプロ
バイダーに向け直される。このようなケースでは、既存のサービスプロバイダーに関連し
た構成データを受信することは、既存のサービスアカウントに対して装置のユーザが認証
された場合に構成データを受信することを含む。
【００１０】
　この方法の他の特定の実施形態では、ネットワークアドレスがリスト内のサービスプロ
バイダーの各々に関連され、選択されたサービスプロバイダーとの通信を容易にすること
は、選択されたサービスプロバイダーのネットワークアドレスにおいて選択されたサービ
スプロバイダーと通信することを含む。別の実施形態では、選択されたサービスプロバイ
ダーとの通信を容易にすることは、選択されたサービスプロバイダーとのサービスアカウ
ントを生成するために、装置のブラウザアプリケーションを選択されたサービスプロバイ
ダーのネットワークアドレスに向けることを含む。更に別の実施形態では、選択されたサ
ービスプロバイダーとの通信を容易にすることは、選択されたサービスプロバイダーによ
り与えられるウェブページ（１つ又は複数）を提示し、ユーザ／装置に関連したアカウン
トデータのエントリーを可能にし、そして選択されたサービスプロバイダーにアカウント
データを通信して、サービスアカウントの生成を容易にすることを含む。
【００１１】
　本発明の更に別の実施形態は、装置に関連したパラメータを、選択されたサービスプロ
バイダーに使用するようにまだ構成されていないクライアントを呼び出す試みに応答して
サービスアカウントを生成する要求と共に、自動的に送信することを含む。別の実施形態
は、更に、新たなサービスアカウントの生成に応答して得た構成データで装置を構成する
ことを含む。
【００１２】
　この方法の一実施形態は、生成されたサービスアカウントに対する装置のユーザを識別
する少なくともユーザサービス識別子（例えば、ｅ－メールアドレス、ＶｏＩＰアドレス
、ＳＩＰアドレス、等）を含むコンタクトレコードを受信し、そしてその受信したコンタ
クトレコードをコンタクトデータベースに記憶することを含む。別の実施形態では、この
ようなコンタクトレコードは、ユーザサービス識別子を受信したときに装置において生成
される。
【００１３】
　更に別の実施形態は、サービスアカウントの生成から生じる少なくとも識別情報を含む
コンタクトレコードを受信し、そしてその受信したコンタクトレコードからの情報で少な
くとも１つの既存のローカルコンタクトレコードを変更することを含む。従って、装置に
おける既存のコンタクトレコード（１つ又は複数）は、装置における新たなコンタクトレ
コード（１つ又は複数）の生成に代わって又はそれに加えて、更新することができる。別
の実施形態は、サービスアカウントの生成から生じる少なくとも識別情報を含むコンタク
トレコードを受信し、そしてその受信したコンタクトレコードから新たなローカルコンタ
クトレコードを生成することを含む。
【００１４】
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　本発明の別の実施形態によれば、装置に関連した第１パラメータを受信し、そしてそれ
に応答して、サービスプロバイダーのセットからサービスプロバイダーのリストを導出す
る方法が提供される。このリストは、装置に与えられる。第２のパラメータが受信され、
これら第２のパラメータは、装置と、リストから装置が選択したサービスプロバイダーの
１つとの間に確立されたサービスアカウントに関連付けされる。第１及び第２のパラメー
タに基づいて構成データが生成され、そして構成データが装置に与えられる。
【００１５】
　より特定な実施形態では、この方法は、更に、装置が新たなサービスアカウントを生成
するか、又は新たなサービスアカウントの生成をバイパスして既存のサービスアカウント
を装置で使用するように構成するかの選択的オプションを可能にすることを含む。既存の
サービスアカウントを構成するオプションの選択に応答して、サービスアカウント識別子
が受信される。そのサービスアカウント識別子に対応するメッセージングプロバイダーが
識別される。既存のサービスアカウントに使用するように装置を構成できる構成データが
生成されて、装置へ送信される。
【００１６】
　このような方法のより特定の実施形態は、更に、サービスアカウント識別子に対応する
サービスプロバイダーと通信して既存のサービスアカウントに対して装置のユーザを認証
するように装置に指令することを含む。更に別の実施形態では、サービスアカウント識別
子は、メッセージングアドレスを含み、既存のサービスアカウントは、既存のメッセージ
ングアカウントを含み、そしてサービスプロバイダーは、メッセージングプロバイダーを
含む。
【００１７】
　このような方法の他の実施形態において、サービスプロバイダーのリストを導出するこ
とは、第１パラメータをサービスプロバイダーのセットと比較し、そして第１パラメータ
に対応するサービスプロバイダーに基づいてリストを生成することを含む。別の実施形態
は、更に、リスト内の各サービスプロバイダーに対してネットワークアドレスを関連付け
ることを含む。更に別の実施形態は、構成データを装置に与える前に構成データにサイン
(signing)することを含む。
【００１８】
　この方法の別の実施形態は、確立されたサービスアカウントに対応する少なくともユー
ザサービス識別子を含むコンタクトレコードを生成し、そしてそのコンタクトレコードを
装置に与えることを含む。更に別の実施形態では、テスト識別子を受信するのに応答して
テストモードが呼び出され、その間に、テストされているサービスプロバイダーのテスト
が、導出されたリストから隠され、次いで、適切なサービス確立がテストされる。更に別
の実施形態は、確立されたサービスアカウントに関連したサービスに関する少なくとも１
つのソフトウェアを装置に与えることを含む。
【００１９】
　本発明の別の実施形態によれば、通信装置が提供される。この装置は、装置に関連した
パラメータを送信するための送信器と、送信されたパラメータを使用して導出されたサー
ビスプロバイダーのリストを受信するための受信器とを備えている。リスト内のサービス
プロバイダー（１つ又は複数）のユーザ選択を可能にするようにユーザインターフェイス
が構成される。又、リスト内の少なくとも１つのサービスプロバイダーの選択を確認する
と共に、その選択されたサービスプロバイダーとのサービスアカウントの生成を容易にす
るようにプロセッサが構成される。
【００２０】
　より特定の実施形態において、プロセッサは、更に、選択されたサービスプロバイダー
のネットワークアドレスに向けられたブラウザモジュールを開始し、それとのユーザ対話
を可能にして、その選択されたサービスプロバイダーとのサービスアカウントを生成でき
るように構成される。別の実施形態では、プロセッサは、非構成のクライアントモジュー
ルを呼び出す試みを確認し、そしてそれに応答して、装置に関連した１つ以上のパラメー
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タを自動的に送信するように送信器に指令するよう構成される。別の実施形態では、プロ
セッサは、新たなサービスアカウントの生成に応答して得られた構成データで装置をアク
チベートするように構成される。通信装置は、移動電話、パーソナルデジタルアシスタン
ト、コンピューティング装置、等の、通信可能な任意の形式の装置でよい。
【００２１】
　本発明の別の実施形態によれば、ネットワーク要素が提供される。サーバーのようなネ
ットワーク要素は、装置に関連した第１パラメータを受信するための受信器を備えている
。この第１パラメータを使用してサービスプロバイダーのセットからサービスプロバイダ
ーのリストを導出するようにプロセッサが構成される。このリストを装置に与えるために
送信器が使用される。受信器は、更に、装置と、リストから選択されたサービスプロバイ
ダーの１つとの間に確立されたサービスアカウントに関連した第２パラメータを受信する
。プロセッサは、更に、第１及び第２のパラメータに基づいて装置の構成データを生成す
るように構成される。このようなネットワーク要素の１つの特定の実施形態では、プロセ
ッサは、更に、確立されたサービスアカウントに対して装置のユーザを識別する少なくと
もユーザサービス識別子を含むコンタクトレコードを生成するように構成される。
【００２２】
　本発明の別の実施形態によれば、既存のサービスアカウントに関連したサービス関連識
別子を送信するための送信器と、そのサービス関連識別子によって識別されたサービスプ
ロバイダーに関連した構成データを受信するための受信器とを備えた通信装置が提供され
る。その受信した構成データを使用してサービスプロバイダーで動作するようにプロセッ
サが通信装置を構成する。
【００２３】
　本発明の別の実施形態によれば、通信装置により使用することのできるサービスアカウ
ントを生成するためにコンピュータシステムにより実行可能なインストラクションが記憶
されたコンピュータ読み取り可能な媒体が提供される。コンピュータ実行可能なインスト
ラクションは、送信されるべき１つ以上の装置パラメータを識別できるようにし、そして
サービスプロバイダーのリストを提示できるようにし、このリストは、サービスプロバイ
ダーのセットから導出され、この導出は、１つ以上のパラメータを使用して遂行される。
このインストラクションは、更に、リストにおけるサービスプロバイダー（１つ又は複数
）のユーザ選択を行えるようにし、そしてその選択されたサービスプロバイダーとのサー
ビスアカウントを生成するためのその選択されたサービスプロバイダーとの通信を容易に
する。
【００２４】
　上述した本発明の概要は、本発明の各実施形態又は具現化を説明することを意図してい
ない。むしろ、本発明の代表的な実施形態を示す添付図面及び以下の詳細な説明に注意を
向けられたい。
【００２５】
　以下、添付図面に示された実施形態に関連して本発明を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の原理を適用できる代表的なネットワーク環境を一般的に示すブロック図
である。
【図２】移動装置におけるｅ－メールアプリケーションを開始するために本発明の原理を
適用できる代表的なネットワーク環境を一般的に示すブロック図である。
【図３Ａ】サービスアカウントを生成してアクチベートできる１つの仕方を例示するメッ
セージフロー図である。
【図３Ｂ】得られたコンタクトレコードをユーザに利用できるようにする別の代表的な実
施形態を例示するメッセージフロー図である。
【図４】図４Ａ－４Ｉを含むもので、ｅ－メールアカウントを生成して自動的に構成する
間の装置スクリーン／ディスプレイ提示の代表的な進行状態を示す。



(10) JP 4984097 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

【図５】装置で使用するためにサービスアカウントを構成し、さもなければ、アクチベー
トすることのできる１つの仕方を例示するメッセージフロー図である。
【図６】図６Ａ－６Ｇを含むもので、既存のｅ－メールアカウントを自動的に構成する間
の装置スクリーン／ディスプレイ提示の代表的な進行状態を示す。
【図７】装置が任意のサービス形式に対してサービスアカウントを確立できるようにする
１つの例示的な仕方を一般的に示すフローチャートである。
【図８】装置により与えられるパラメータに基づいてサービスプロバイダーのフィルタさ
れたリストを導出するための実施形態を示す。
【図９】ネットワーク要素がサービスアカウントの生成を指令し、そして任意であるが、
サービスアカウントに使用するように装置を構成できるようにする１つの例示的な仕方を
一般的に示すフローチャートである。
【図１０】装置が既存のｅ－メールアカウントに使用するようにその構成を行うことので
きる１つの代表的な仕方を示すフローチャートである。
【図１１】装置ユーザに対してｅ－メールアカウントが既に存在する装置を構成する上で
サーバー又は他のネットワーク要素が役立つようにする１つの代表的な仕方を示すフロー
チャートである。
【図１２】新たなサービスアカウントが望まれるかどうか、又は既存のサービスアカウン
トを使用すべきかどうかのユーザ選択を含む方法の種々の実施形態を示すフローチャート
である。
【図１３】本発明を具現化でき、さもなければ、利用できる代表的なシステムを示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　この特許文献の開示の一部分は、版権保護を受ける資料を含む。版権所有者は、米国特
許商標庁の特許ファイル又は記録に現われるように特許文献又は特許開示を誰かが複写す
ることに異議を唱えるものでなく、全ての版権の権利は何であれ保存される。
【００２８】
　実施形態の以下の説明において、明細書の一部を形成し且つ本発明が実施される種々の
仕方を例示する添付図面を参照する。本発明の範囲から逸脱せずに構造及び動作上の変更
がなされ得るので、他の実施形態も使用できることを理解されたい。
【００２９】
　一般的に、本発明は、サービスプロバイダーアカウントの生成及びそれに関連した装置
の構成を容易にするためのシステム、装置及び方法を提供する。例えば、本発明は、ｅ－
メール、ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）、ワイヤレスローカルエ
リアネットワーク（ＷＬＡＮ）、フォトシェアリング、等のサービスに対する新たなアカ
ウントの生成を容易にする。上述したように、新たなｅ－メールサービスとは、ユーザが
自分の移動装置においてｅ－メールメッセージングを確立するのを容易に且つ便利にする
ために本発明を使用できる１つのサービスである。新たなｅ－メール及び他のサービスア
カウントを生成するのに加えて、一実施形態には、このような装置において既存のｅ－メ
ールアカウントをアクチベートするためのアクチベーションサービスメカニズムが含まれ
る。又、これは、サービスプロバイダーに、新たなアクティブなユーザを獲得するための
簡単な仕方も与える。
【００３０】
　以下の説明は、本発明を適用できる代表的なアプリケーションとしてｅ－メール実施形
態に集中して述べるが、これは、説明上のものに過ぎない。本発明は、例えば、ｅ－メー
ル、ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）、ワイヤレスローカルエリア
ネットワーク（ＷＬＡＮ）、フォトシェアリング、等の他のサービスにも等しく適用でき
る。当業者であれば、ここに述べる説明から、ｅ－メールアプリケーションに向けられた
実施形態が、初期アクチベーションも含む他のアプリケーション及びサービスにも等しく
適用できることを決定できよう。それ故、本発明は、以下に述べる特定の代表的実施形態
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に限定されない。
【００３１】
　図１は、本発明の原理を適用できる代表的ネットワーク環境を一般的に示すブロック図
である。サービスアカウントの生成及び／又は構成を求める装置は、陸上回線及び／又は
ワイヤレスネットワークを経て情報を通信（即ち送信及び／又は受信）できるものであれ
ば、いかなる装置でもよい。図１の実施形態では、サービスアカウントの生成及び／又は
構成を求める代表的な装置は、移動装置１００、例えば、移動電話１００Ａ、パーソナル
デジタルアシスタント１００Ｂ、ラップトップコンピュータ１００Ｃ、又は他のコンピュ
ーティング装置１００Ｄである。代表的なネットワーク１０２は、ｅ－メールクライアン
ト、ＶｏＩＰクライアント、写真捕獲・発表クライアント、等のアプリケーションで装置
１００への及び装置１００からの情報の通信を容易にすることのできるいずれかの適当な
ワイヤレス及び／又は陸上回線ネットワークを表す。例えば、ネットワーク１０２は、イ
ンターネット及び／又は他の陸上回線ネットワークとも通信して最終的にワイヤレス装置
１００を、インターネットを経て利用できるサーバー及び他のリソースに接続するＧＳＭ
／ＧＰＲＳネットワークを表してもよい。別の代表的な実施例として、ネットワーク１０
２は、ワイヤレスローカルエリアネットワークインフラストラクチャーを含んでもよい。
これらは、単に、代表的な実施例に過ぎない。というのは、ネットワーク１０２は、装置
１００へ及び／又は装置１００から情報を通信するために互いに動作できる１つ以上のネ
ットワークを表すからである。
【００３２】
　１つの使用例では、装置１００のユーザが、使用のためにまだ構成されていないローカ
ルアプリケーション、例えば、クライアント１０４を呼び出す。例えば、クライアント１
０４は、ｅ－メールクライアントを表してもよく、本発明によれば、ユーザは、このプロ
グラムをオープンするよう試み、そしてｅ－メールアカウントがまだ設定されていないこ
とが通知される。本発明によれば、別のクライアント１０５（クライアント１０４と一体
的でもよいしそうでなくてもよい）は、装置１００に関連した特定パラメータに基づいて
ｅ－メール（又は他の関連サービス）プロバイダーのリストを検索できるところのアクチ
ベーションサーバー１０６の位置が自動的に分かる。アクチベーションサーバー１０６は
、それ自体、ｅ－メールプロバイダーのリストを記憶してもよいし、又は関連データベー
ス１０８、バックエンドサーバー１１０、等のどこかからそれを得てもよい。どのプロバ
イダーがユーザにより選択されたかに基づいて、装置１００のブラウザ又は他のアクセス
アプリケーションが、選択されたプロバイダーのサーバー１１２（例えば、ウェブサイト
又は他のアドレス可能なネットワーク位置）に向けられる。サービスアクチベーションに
より、ｅ－メールクライアントは、適当なサーバー、例えば、サーバー１１３及び１１４
と通信することができる。これらのサーバー１１３、１１４は、例えば、ＩＭＡＰサーバ
ーや、ＰＯＰサーバーや、ＳＭＴＰサーバーや、又はアプリケーションサーバーが「ｅ－
メール」サーバーを表すときに使用できる他の当該サーバーのようなサーバーを表す。
【００３３】
　これらサーバー１１３、１１４の幾つかは、ｅ－メールプロバイダーのサーバー、又は
ネットワークオペレータのサーバーでもよいことに注意されたい。例えば、ＳＭＴＰサー
バーは、ｅ－メールプロバイダーのサーバーでもよいし、移動オペレータ又はインターネ
ットサービスプロバイダー（ＩＳＰ）のサーバーでもよい。セルラーインフラストラクチ
ャーを経て通信できる移動装置が、セルラーネットワークインターフェイスを越えて、Ｗ
ＬＡＮ又は他のネットワークインターフェイスを有していない場合には、オペレータのＳ
ＭＴＰアドレスを構成するのが好ましい。
【００３４】
　選択されたプロバイダーに向けられたときに、ユーザは、その選択されたプロバイダー
とのアカウント（これがまだ存在しない場合）を生成する能力をもつことになる。一実施
形態では、ユーザ装置１００は、この装置を新たなアカウントに対して自動的に構成させ
るためにリンク或いは他の自動的な又は選択可能なオプションを受け取ることができる。
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一実施形態では、メッセージングクライアント１０４に対するメインメニュー、新たなｅ
－メールボックス、及び／又は他の当該スタート点がユーザに提示される。このように、
装置１００は、新たなサービスアカウントを容易に生成することができ、そしてその新た
なサービスアカウントとの使用に対して自動的に構成することができる。
【００３５】
　図２は、移動装置におけるｅ－メールアプリケーションを開始するために本発明の原理
を適用できる代表的なネットワーク環境を一般的に示すブロック図である。上述したよう
に、通信装置、特に、ワイヤレス／移動装置に対して正しいｅ－メール設定を得ることは
、エンドユーザにとってしばしば飽き飽きすることである。エンドユーザが既存のｅ－メ
ールアカウントを有していないか、又は特に移動装置で使用するために新たなｅ－メール
アカウントを設定したい場合には、特に複雑なことになる。これは、例えば、新しい市場
において言えることである。新たなサービスプロバイダーを確立するのを助けるのに加え
て、本発明は、複数のｅ－メールサービスプロバイダーの間で選択を行いたいエンドユー
ザをサポートする。
【００３６】
　図２の実施形態は、とりわけ、移動電話、ＰＤＡ又は他のハンドセットのような通信装
置を通してｅ－メールプロバイダー（又は他のサービスプロバイダー）に代わって新たな
ｅ－メールアカウント（又は他のアプリケーションアカウント）を配布することを含む。
上述したように、本発明は、多数のサービス及び関連アカウント、例えば、ｅ－メール、
ＶｏＩＰ、フォトシェアリング、等に適用することができる。例えば、ＶｏＩＰの状況に
おいて、ユーザは、サービスプロバイダーからＶｏＩＰアカウントを得ることができ、そ
して装置クライアントは、自動的に構成される。或いは又、ユーザは、最初に、ＷＬＡＮ
ネットワークに対する証明書を得ることができ、次いで、ＶｏＩＰがＷＬＡＮの最上位の
アプリケーションである場合にはＶｏＩＰアカウントを得ることができる。別の実施形態
では、ユーザは、フォトシェアリングアプリケーションに対するアカウントを生成するこ
とができ、従って、カメラアプリケーションは、ユーザがアメリカのフォトカンパニーＡ
又はフィンランドのフォトカンパニーＢ、等へのアカウントを得たいかどうか尋ねる。
【００３７】
　図２を参照して、一般的な使用ケース、即ち移動装置におけるｅ－メールアカウントを
得るケースを説明する。サービスプロバイダーがｅ－メールプロバイダーである図２の代
表的な実施形態では、メッセージングクライアント（図示せず）及びサービスアクチベー
ションクライアント２００、２０２を有する通信装置を含む多数のネットワーク要素を伴
う。各クライアント形式２００、２０２は、異なる装置に対する異なるサービスアクチベ
ーションクライアントを表す。例えば、クライアント形式Ａ２００は、第１の移動電話に
対して使用され、クライアント形式ｎ２０２は、特定のパーソナルデジタルアシスタント
に対して使用される。別の代表的な実施例では、クライアント形式Ａ２００は、１つの特
定の移動電話モデルに使用され、そしてクライアント形式ｎ２０２は、別の移動電話モデ
ルに使用される。これらのクライアントモジュール２００、２０２は、装置における埋め
込み型ネーティブアプリケーションとして、又はアドオンアプリケーションとして実施す
ることができる。
【００３８】
　クライアントモジュール２００、２０２に関連した装置は、サービスアクチベーション
サーバー２０６及びユーザのためのｅ－メールプロバイダーのアカウント生成インターフ
ェイス２０８のようなネットワーク要素にウェブＵＩ２０４Ａ、２０４Ｂを与えるために
ブラウザアプリケーション及びディスプレイのようなユーザインターフェイス（ＵＩ）を
有する。サイン(signing)サーバー２１０は、以下に詳細に述べるように、構成ドキュメ
ントにサインするために使用することができる。一実施形態では、設定データベース２１
２を含み、サービスアクチベーションサーバー２０６が設定データベース２１２からデー
タをインポートする。一実施形態では、設定データベース２１２は、インターフェイスを
経て編集可能であり、このインターフェイスは、一実施形態では、ウェブインターフェイ
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ス２１４として実施される。設定データベース２１２は、設定データを記憶するのに使用
でき、他のサービスプロビジョニングのニーズ（例えば、ＩＭ、ＶｏＩＰ、等）に対して
拡張できる柔軟なスキーマにおいてパラメータを記憶することができる。サービスアクチ
ベーションサーバー２０６及び／又はサインサーバー２１０は、アドミニストレータＵＩ
２１６を経て制御することができる。又、システムのファンクションをモニタするために
、モニタリングモジュール２１８も使用できる。
【００３９】
　上述したように、サービスプロバイダー設定の管理は、アドミニストレータによりアド
ミニストレータＵＩ２１６を経て遂行することができる。アドミニストレータは、新たな
サービスプロバイダー情報を手動で入力することができ、例えば、アドミニストレータＵ
Ｉ２１６により設定パラメータを手動で入力することができる。或いは又、設定パラメー
タ／情報は、アドミニストレータＵＩ２１６に与えられるドキュメント又は他のデータブ
ロックにより受け取ることができる。更に別の代表的な実施形態では、外部マスターデー
タベース（１つ又は複数）（図示せず）からのデータを自動的に更新することができ、例
えば、設定データベース２１２に対して自動的周期的、スケジュール型又は事象トリガー
型更新を行うことができる。「スーパーアドミニストレータ」のような上位アドミニスト
レータは、所与の地域、国、国々のグループ、等において新たなアカウントオファーを管
理するための管理権利をもつように特定の地域又は国々の個人に対してアカウントを生成
することができる。
【００４０】
　又、サービスアクチベーションサーバー２０６及び／又はサービスアクチベーションサ
ーバー２０６に関連した他の要素のマネージメントは、サーバー２０６に関連した新たな
情報をテストすることも含む。例えば、サービスアクチベーションサーバー２０６は、新
たなサービスプロバイダー情報のようなデータをテストし、その時間中に、そのデータを
他の装置２００－２０２から隠すことができるようなテストファンクションを含んでもよ
い。
【００４１】
　このようなテストを行うための１つの代表的な仕方は、サーバー２０６が、例えば、サ
ービスアカウントのためのユーザ名又は他の識別子を要求するときに、アドミニストレー
タ又は他の指定のユーザがハンドセットを通して特定のキーワード（１つ又は複数）又は
他のテスト識別子を入力することである。より詳細には、サーバーにおいて新たなｅ－メ
ールプロバイダーエントリーをテストするとき、ｅ－メールプロバイダーエントリーは、
テストについてのみサーバーにおいてアクティブであり、他のユーザには提示されない。
テスターは、ウィザードが開始されるときに既存のアカウントを使用することを最初に選
択する。サーバー２０６がｅ－メールアカウントを要求するときに（例えば、ｅ－メール
アドレス及び／又は他のｅ－メールアカウント情報を入力するために）、テスターは、キ
ーワードをキー入力するか又は他の仕方で入力する。このキーワードは、テストが行われ
ることをサーバー２０６に通知し、そしてサーバー２０６は、テストに対してのみアクテ
ィブなサーバーにおけるサービスプロバイダー入力で構成を行うことができる。テスター
は、次いで、新たなサービスプロバイダーエントリーに対してｅ－メールアドレスをキー
入力し、そして新たなサービスプロバイダーに対してサーバーからの設定で装置が構成さ
れた状態でｅ－メールが適切に動作するかどうかテストする。このように、アドミニスト
レータ又は他の指定のテスターは、新たなサービスプロバイダーエントリーを全てのユー
ザに利用できるようにする前にサービスプロバイダーエントリーが機能的に動作するかど
うか決定することができる。
【００４２】
　図２の代表的な要素は、集合的に色々なことが行えるようにする。例えば、ユーザは、
新たなｅ－メールアカウントを生成し、装置に対してそれを構成することができる。或い
は又、ユーザは、既存のｅ－メールアカウントを使用するように、ハンドセットにおける
ｅ－メールクライアントを構成することができる。許可されたメンテナンス要員は、出て
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行くＳＭＴＰサーバーアドレスのようなオペレータ詳細を生成し、更新し及び変更するこ
とが許される。又、メンテナンス要員は、到来するＩＭＡＰ又はＰＯＰサーバーアドレス
のようなｅ－メールプロバイダー詳細を生成し、更新し及び変更することも許される。又
、メンテナンス要員は、設定データベース２１２からデータをインポートし、データをイ
ンポート及びエクスポートし、システム使用に関するレポートを生成し、システムファン
クションをモニタリングし、等々も許される。
【００４３】
　図２の代表的なシステムに対する例示的な使用ケースについて以下に説明する。ユーザ
が未構成のｅ－メールクライアント／アプリケーション（図示せず）をオープンするとき
に、一実施形態では、アプリケーションをアクチベートするオプションがユーザに提示さ
れる。例えば、これは、メッセージングクライアント（例えば、ｅ－メールアプリケーシ
ョン）を呼び出すための第１の試みの際に提示されてもよい。或いは又、メッセージング
クライアントに「ｅ－メールアカウントの生成」メニューアイテムがあってもよい。別の
実施例として、「新たなｅ－メールアカウントの生成」、「ｅ－メールクライアントのア
クチベーション」及び／又は「ｅ－メールの構成」に対するオプションを含む設定構成に
アクセスするために個別のＵＩが装置に存在してもよい。更に別の実施例として、サービ
スアクチベーションを開始するためにウェブページ上のリンクがサービスアクチベーショ
ンサーバーを指すことができる。上述した実施例は、単に代表的な実施例に過ぎず、新た
なアカウントの生成を開始するのに、他の多数の代替え物も利用することができる。
【００４４】
　ユーザが新たなアカウントを生成することを選択したケースでは、ユーザに（視覚的に
及び／又は他の仕方で）ｅ－メールプロバイダーのリストが提示され、例えば、ハンドセ
ットブラウザが、サービスアクチベーションサーバー２０６及び／又は設定データベース
２１２からこのようなリストを検索する。一実施形態では、提示される特定のリストは、
装置の国、装置のオペレータ、装置モデル、装置の言語、等の、ハンドセット又はユーザ
に関連した１つ以上のパラメータに依存する。一実施形態では、特定の国における個人（
１人又は複数）がサービスアクチベーションサーバーのアドミニストレータユーザインタ
ーフェイス（ＵＩ）２１６を通してリストを管理し、例えば、その国／オペレータ／言語
／装置組合せに対するサービスアクチベーションアカウントがアドミニストレータにより
そのユーザに割り当てられる。ある会社は、ある装置にアカウントへの配布チャンネルを
有するサービスプロバイダーとの国特有の合意を得ることができる。ユーザは、ユーザを
プロバイダー２０８のアカウント生成ウェブページへもっていくサービスプロバイダーオ
プションの１つをクリックする。一実施形態では、ユーザは、アカウントが生成されたと
いうウェブページ情報をサービスプロバイダー２０８から得、これにより、ユーザは、ｅ
－メールアドレス、ユーザ名、及び／又はユーザに提示される他の情報を得ることができ
る。
【００４５】
　本発明の一実施形態によれば、新たなアカウントに対する構成を開始するためにリンク
又は他の選択可能なアイテムがユーザに与えられる。これは、サービスプロバイダーを選
択する際に自動的に行うことができる。別の実施形態では、サービスプロバイダーからの
確認ウェブページ（又は同様の電子ドキュメント）が、“CONTINUE(連続)”リンクのよう
なリンクを与える。一実施形態では、このようなリンクをクリックすると、装置を新たな
アカウントに対して自動的に構成させ、そしてこの構成プロセスの終わりに、ユーザには
メッセージングクライアントのメインメニューが例示され、このメニューに新たなｅ－メ
ールボックスが現れる。このような「連続」又は他の同様のリンクは、装置に対してアカ
ウントを適切に構成するのに必要な全てのパラメータを含むことができる。リンクは、一
実施形態では、装置からサーバーにより受信されたパラメータ（１つ又は複数）に基づい
てｅ－メールプロバイダーリストを検索するためにサービスアクチベーションセッション
の始めにハンドセットがアクセスした同じサーバーであるサービスアクチベーションサー
バーを指す。一実施形態では、サービスアクチベーションサーバー２０６は、装置がサー
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ビスプロバイダーリストを最初に要求したときにセキュリティを確保するために幾つかの
パラメータを装置から予め受け取ってもよい。
【００４６】
　装置から及びおそらくはｅ－メールプロバイダー２０８からのパラメータを使用して、
サービスアクチベーションサーバーは、構成ファイルを生成する。一実施形態では、サー
ビスアクチベーションサーバー２０８は、ドキュメントにサインするようにサインサーバ
ー２１０に要求する。サインされたドキュメントは、装置によって受け取られ、サインが
チェックされ、そして構成が完了となる。
【００４７】
　一実施形態では、装置に設けられるｅ－メールアクチベーションウィザード／クライア
ント（１つ又は複数）２００、２０２、コンシューマーｅ－メールプロバイダーのｅ－メ
ールサーバー（例えば、ＩＭＡＰ、ＰＯＰ、ＳＭＴＰ）及びウェブサーバー（例えば、ア
カウント生成ウェブページを与える）を、容易なアカウント生成及びサービスアクチベー
ションと一緒に使用して、具現化を行うことができる。これは、ユーザに対してｅ－メー
ルメッセージングを簡単にする。サービスアクチベーションの後に、装置のｅ－メールク
ライアントは、ｅ－メールを受信及び送信するために構成パラメータを適当な場所に有す
る。ユーザは、構成に関して何も知る必要がなく、むしろ、名前、パスワード、等の何ら
かの分かり易いデータを与えるだけでよい。サービスプロバイダーについては、若干のウ
ェブページがサービスアクチベーションを可能にして潜在的に大勢の新たなコンシューマ
ーに到達することが必要とされるだけであるから、この方法は、簡単で且つ展開が単純で
ある。
【００４８】
　図３Ａは、ｅ－メール（又は他のサービス）アカウントを生成してアクチベートするこ
とのできる１つの仕方を例示するメッセージフロー図である。図３Ａの幾つかのネットワ
ーク要素は、図２のネットワーク要素に対応しているので、図３Ａのサービスアクチベー
ションクライアント２００、サービスアクチベーションサーバー２０６、ｅ－メールプロ
バイダー２０８、及びサインサーバー２１０に対して同じ参照番号が使用されている。
【００４９】
　図３Ａの実施例は、ユーザ３００が、ユーザのハンドセット３０２に関連した未構成の
ｅ－メールクライアントを起動するよう試みたと仮定している。移動装置３０２を使用す
ることにより、ユーザは、新たなアカウントを生成し、その新たなアカウントを使用する
ように装置３０２を構成することができる。図３Ａの実施形態では、サービスアクチベー
ションサーバー２０６及びｅ－メールプロバイダー２０８は、両方とも、ユーザ３００へ
のＨＴＭＬページにサービスする。以下に示されるように、図３Ａの実施形態は、ユーザ
が最初にサービスアクチベーションサーバー２０６と対話し、次いで、ｅ－メールプロバ
イダー２０８と対話し、そして再び、サービスアクチベーションサーバー２０６と対話す
ることを含む。
【００５０】
　ユーザ３００は、先ず、対話線３０４で示すように、ハンドセット３０２を経て新たな
ｅ－メールアカウントを生成することを選択する。一実施形態では、ユーザは、ハンドセ
ットにおいてｅ－メールサービスアクチベーションウィザード（即ち、クライアント２０
０）をアクチベートし、そしてアカウント生成プロセスを開始する。これは、リンクを選
択し、メニューアイテムを選択し、テキストを入力し、等々を含む（これらに限定されな
いが）任意のＵＩ手法でアクチベートすることができる。ハンドセットのウェブブラウザ
が起動され、ここで、初期のＵＲＬは、ｅ－メールサービスアクチベーションサーバー２
０６を指す。
【００５１】
　一実施形態では、ハンドセット３０２は、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ
）又は他の同様の要求３０６を、例えば、ユーザの位置及びネットワーク（例えば、ＭＣ
Ｃ、ＭＮＣ）、ハンドセット形式、言語、キー情報、ノンス(nonce)、等の種々のパラメ
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ータと共に送信する。これらのパラメータは、システムコンポーネント間のメッセージに
使用され、又は換言すれば、これらのパラメータは、対話のための名前スペースの一部分
を形成する。とりわけ、これらのハンドセットパラメータの幾つか（例えば、ＭＣＣ、Ｍ
ＮＣ、ハンドセット形式、言語）は、ｅ－メールプロバイダーのセットを、ｅ－メールプ
ロバイダーの当該サブセットに制限できるようにする。他のパラメータ（例えば、“ｋｅ
ｙｉｎｆｏ”、“ｎｏｎｃｅ”は、クライアントとサーバーとの間に信頼性を確立できる
ようにする。一実施形態では、クライアント２００及び／又は他のサービスアクチベーシ
ョンクライアントは、パラメータをＵＲＬに追加する。以下のテーブル１は、新たなサー
ビス要求と共にハンドセット３０２からサービスアクチベーションサーバー２０６へ通す
ことのできる代表的なパラメータセットを示す。
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　　　　　　　　　　　　　　　　テーブル１
【００５２】
　一例として、呼び出されるＵＲＬ（又は他のユニフォームリソース識別子ＵＲＩ）は、
次のようなものでよい。
　https://<servername>/settings/getProviderList.do?MNC=123&MCC=123&Nonce=abcdefg
h&keyinfo=nok12345&deviceinfo=N90-1&action=create&sType=1
【００５３】
　ユーザの言語は、受け容れ言語ＨＴＴＰヘッダにより決定することができる。パラメー
タを受け取るのに応答して、ＵＲＬ（又は他のＵＲＩ）により識別されたサービスアクチ
ベーションサーバー２０６は、パラメータに基づきユーザに利用できるｅ－メールプロバ
イダーのリストを得る。このリストは、ハンドセット３０２へ返送され（３０８）、そこ
で、ユーザ３００に表示されるか又は他の仕方で提示することができる。
【００５４】
　サービスプロバイダーのサブセット／リストが得られるところのサービスプロバイダー
のセットは、１つ以上のエンティティにより維持することができる。一実施形態では、サ
ービスプロバイダーは、関連する会社により選択された場合にはアドミニストレータＵＩ
を通して潜在的なサービスプロバイダーのセット又はプールに追加される。例えば、サー
ビスプロバイダーとして働く会社は、サービスのテスト、検証、等を完了し、その後に、
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プールのアドミニストレータに、サービスプロバイダーのプールにサービスプロバイダー
を追加することを通知することができる。別の実施形態では、サービスプロバイダーに対
してウェブＵＩを設けて、それら自体をサービスプロバイダーのこのプールに追加するこ
とができる。このケースでは、適切なオペレーションを保証するために、より多くの責任
がサービスプロバイダーに与えられる。加えて、サービスプロバイダーのセット及び／又
はそれにより生じるサブセット／リストにおけるサービスプロバイダーの順序は、アドミ
ニストレータにより管理することができる。或いは又、その順序は、ランダム、アルファ
ベット順、回転的な見方、等、でもよい。
【００５５】
　ｅ－メールプロバイダーの提示されたリストから、ユーザは、次いで、対話線３１０で
示すように、希望のｅ－メールプロバイダーを選択することができる。一実施形態では、
ハンドセット３０２のブラウザにより提示されたｅ－メールプロバイダーのリストは、各
ｅ－メールプロバイダーのアカウント生成ページ（１つ又は複数）へのリンクを含む。こ
のような実施形態では、ユーザは、希望のｅ－メールプロバイダー２０８に対応するリン
クの１つを選択する。選択されたリンクに関連したＵＲＬは、ＵＲＬによって識別された
ｅ－メールプロバイダー２０８へ送られ（３１２）、ｅ－メールアカウントパラメータも
含んでいる。以下のテーブル２は、例えば、選択されたｅ－メールプロバイダーＵＲＬに
付加されて、ハンドセット３０２からｅ－メールプロバイダー２０８へ通される代表的な
ｅ－メールアカウントパラメータセットを示す。以下のテーブル２のようなパラメータを
含む例えばＧＥＴ又はＰＯＳＴ要求のような要求を既知の仕方で発することができる。ｅ
－メールプロバイダー２０８は、サインアッププロセスの時間中これらパラメータを記憶
しなければならない。

　　　　　　　　　　　　　テーブル２
【００５６】
　それに応答して、ｅ－メールプロバイダー２０８は、ユーザの詳細を得るために、記入
(fill-in)ウェブフォームを与えることができる（３１４）。便宜上、このウェブフォー
ム（１つ又は複数）は、ユーザのハンドセット３０２に対してフォーマットされねばなら
ない。ユーザは、ｅ－メールプロバイダー２０８とのｅ－メールアカウントを生成するた
めに詳細を与えることができる（３１６）。一実施形態では、ｅ－メールプロバイダー２
０８は、自動的なｅ－メールアカウントの生成を防止するための適当な手段をとり、例え
ば、ユーザが映像においてテキストを確認するといった手段をとる。又、ｅ－メールプロ
バイダー２０８は、ユーザから支払いを要求してもよい。これら又は他の／付加的な対話
３１８、３２０が行われてもよい。
【００５７】
　一実施形態において、ｅ－メールプロバイダー２０８は、最終的に、新たなアカウント
を生成し、そしてリンク又は他の選択可能なアイテムを設定／構成サービスに与える（３
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２２）。一実施形態において、ハンドセット３０２のブラウザに与えられたページにリン
クが設けられる。説明上、このリンクは、「アクチベート(Activate)」と題し、サービス
アクチベーションサーバー２０６を指すと仮定する。ユーザは、対話線３２４で示すよう
に「アクチベート」リンクをクリックし、これは、次いで、ハンドセット３０２からサー
ビスアクチベーションサーバー２０６へ要求３２６を送信させる。このＵＲＬ「要求」は
、サービスアクチベーションサーバー２０６のアドレス、及び種々のパラメータを含む。
これらのパラメータは、例えば、装置により以前に与えられたパラメータ（例えば、ＭＭ
Ｃ、ＭＮＣ、ｋｅｙｉｎｆｏ、Ｎｏｎｃｅ、等）を含んでもよい。又、これらパラメータ
は、ｅ－メールアドレス、ユーザ名、ＩＭＡＰサーバーアドレス及び形式、ＳＭＴＰサー
バーアドレス、等のｅ－メールアカウント詳細を含んでもよい。これらパラメータの幾つ
かは、ｅ－メールアドレス及びユーザ名のようなｅ－メールプロバイダー２０８のバック
エンドによって与えられてもよい。これらパラメータの他のものは、サービスアクチベー
ションセッションの始めにハンドセット３０２により与えられてもよい。いずれにせよ、
サービスアクチベーションサーバー２０６が構成ドキュメント又はプロビジョニングドキ
ュメントとも称される設定ドキュメントを生成する（３２８）のを許すに充分なパラメー
タがサービスアクチベーションサーバー２０６に与えられる。以下のテーブル３は、ｅ－
メールプロバイダー２０８からサービスアクチベーションサーバー２０６に与えることの
できる１つの代表的、例示的なパラメータセットを示す。
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＊「強制」とは、この実施形態の目的のためだけである。
　　　　　　　　　　　　　　テーブル３
【００５８】
　一実施形態において、設定ドキュメントを生成（３２８）した後に、サービスアクチベ
ーションサーバー２０６は、それにサインする（３３０）。一実施形態では、サインサー
バー２１０においてプライベートキーを使用してサインが行われ、ｅ－メールサービスア
クチベーションサーバー２０６は、サインされたドキュメントを受け取り（３３２）、そ
してクライアントは、パブリックキーを使用してそのサインを検証する。従って、サービ
スアクチベーションサーバー２０６は、構成ドキュメントにプライベートキーでサインし
、そしてクライアントは、そのサインを各パブリックキーでチェックすることができる。
このアドレスセキュリティは、装置のユーザに関するものであり、ユーザは、おそらく悪
意のある構成パッケージが装置に到着するという潜在的なセキュリティのリスクで悩まさ
れる必要はない。例えば、構成パッケージが、今日、ＳＭＳを経て送信される場合には、
ユーザは、構成データをセーブすることを自分が希望するかどうか判断しなければならな
い。本発明の実施形態は、構成ドキュメントにサインすることで、エンドユーザのこの形
式の問題を軽減することを含む。
【００５９】
　任意のサイン検証が完了すると、設定ドキュメントをハンドセット３０２に与える（３
３４）ことによりハンドセット３０２に設定がインストールされる。このプロセスが完了
すると、ハンドセット３０２においてｅ－メールクライアントソフトウェアを起動するこ
とによりｅ－メールのメールボックスに直ちにアクセスすることができる。別の実施形態
では、サービスアクチベーションクライアント２００は、新たに構成された設定でｅ－メ
ールクライアントを起動することができる。
【００６０】
　構成又は「設定」ドキュメントは、任意の希望の形態で与えられると共に、サービスに
利用するようにハンドセット３０２を充分に構成するように希望の情報を与えることがで
きるが、設定ドキュメントの代表的な実施例を以下に述べる。この特定の実施例は、設定
パラメータ及びプログラミング実施例を単に例示するためのものに過ぎない。例えば、一
実施形態において、移動装置のオーバー・ジ・エア(over-the-air)プロビジョニングの前
に、設定ドキュメントがバイナリーＷＢＸＭＬ（ＷＡＰバイナリーＸＭＬ）形態に変換さ
れ、そして特殊なヘッドラッパー(headwrapper)を適用することができる。次の例（実施
例１）は、特定の開発プラットホームに基づいて設定を構成するための例示的コードを表
している。
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　　<characteristic type = “APPLICATION”>
　　　<parm name = “APPLIED” value = “143”/>
　　　<parm name = “PROVIDER-ID” value = “MyMail”/>
　　　<parm name = “NAME” value = “IMAP box”/>
　　　<parm name = “TO-NAPID” value = “Brousing_GPRS”/>
　　　<characteristic type = “APPADDR”>
　　　　<parm name = “ADDR” value = “imap.mail.com”/>
　　　　<characteristic type = “PORT”>
　　　　　<parm name = “PORTNBR” value = “143”/>
　　　　　<parm name = “SERVICE” value = “STARTTLS”/>
　　　</characteristic>
　　　<characteristic type = “APPAUTH”>
　　　　<parm name = “AAUTHNAME” value = “username”/>
　　　　<parm name = “AAUTHSECRET” value = “password”/>
　　　</characteristic>
　　</characteristic>
　　　　　　　　　　　　実施例１
【００６１】
　一実施形態において、ｅ－メールプロバイダーがユーザに向かうＩＭＡＰ又はＰＯＰイ
ンターフェイスを有しておらず、むしろ、ウェブインターフェイスしか有していない場合
には、ｅ－メールクライアントに対してＩＭＡＰ又はＰＯＰインターフェイスを構成する
のではなく、ｅ－メールプロバイダーのメールボックス認証ページに対するブックマーク
をブラウザにおいて構成することができる。
【００６２】
　サインされた設定ドキュメント３３４又は他の構成ファイルを装置へ配送するのに加え
て、サービスアクチベーションサーバー２０６は、装置へのソフトウェア（例えば、Ｊａ
ｖａ（登録商標）ミッドレット(midlet)）のダウンロードを管理するのに使用することが
できる。説明上、ソフトウェアがＪａｖａ（登録商標）ミッドレットであると仮定すれば
、そのミッドレットは、サービスアクチベーションサーバー２０６によりトリガーされる
別のサーバー（図示せず）からダウンロードされてもよい。これは、エンドユーザに付加
的な利便性を与える。というのは、サービスアカウントの構成（及びおそらく生成）に関
連して関連ソフトウェアを得ることができるからである。
【００６３】
　代表的な作用実施例は、装置においてウィザードのようなクライアントを呼び出すこと
を含む。クライアント／ウィザードは、何らかの望ましい仕方で呼び出すことができる。
その１つの仕方は、メニューからウィザードを選択するか、又はウィザードのグラフィッ
ク及び／又はテキスト呼称を使用することである。別の代表的な仕方は、装置における別
のアプリケーション（例えば、カメラアプリケーション、ＶｏＩＰアプリケーション、等
）を開始又は使用する際にウィザードを自動的にトリガーさせることである。ある事象に
よってウィザードがトリガーされる場合には、ユーザには、関連ファンクションをアクチ
ベートするオプションを与えることができる。ユーザは、ウィザードに参加することがで
き、ここに述べる仕方でサービスアカウントを設定及び／又は生成することができる。こ
こで、図２及び図３Ａを参照すれば、サーバー２０６に関連したデータは、装置を通して
作用サービスを可能にするために必要とされ且つ装置にダウンロードされるべきソフトウ
ェアに関する設定データ及び情報を含むことができる。アカウントが確立され及び／又は
構成されるときに、サーバー２０６がサービスプロバイダー２０８から受け取るパラメー
タ、及びサーバー２０６に関連したデータベース２１２に存在するパラメータから、設定
ドキュメント又は他の構成ファイルが生成される。上述したように、この構成ファイル又
は「設定ドキュメント」にサインして、装置３０２へ送り（３３４）、これにより、装置
は、構成ファイルのサインをチェックし、そして装置を構成する。一実施形態では、別の
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サーバー（図示せず）からの関連ソフトウェアのダウンロードがトリガーされる。構成フ
ァイル及びソフトウェアが装置３０２において適切に記憶されて処理されると、ユーザが
サービスを利用することができる。関連ソフトウェアは、そのアドミニストレータＵＩを
通してダウンロードサーバー（図示せず）に対して管理され、そしてダウンロードサーバ
ーに対するアドレスは、サービスアクチベーションサーバー２０６により、そのアドミニ
ストレータＵＩ２１６を経て管理される。
【００６４】
　上述したように、ある点において、プロバイダー２０８は、ユーザの詳細３１６に応答
してｅ－メールアカウントを生成する。一実施形態において、ユーザが最終的にアカウン
トをアクチベートすることを継続するかどうかに関わらず、ユーザには、新たなｅ－メー
ルアカウントの生成から生じる自分のｅ－メールアドレスのようなｅ－メール情報を記憶
する能力を与えることができる。又、図５及び６に関連して更に述べるように、既存のｅ
－メールアカウントが装置において構成される場合にも、情報をこのように設けることが
できる。いずれの場合も、ハンドセット３０２又は他の装置の生成及び／又は構成に関連
したユーザのｅ－メールアドレス及び／又は他の情報を記憶することができる。この情報
は、ハンドセット３０２又は他の装置にローカル記憶することもでき、及び／又は例えば
ｅ－メールプロバイダー２０８でリモート記憶することもできる。
【００６５】
　１つの特定の実施例において、新たなｅ－メールアカウントが生成され及び／又は構成
されたときに、その生成及び／又は構成から生じるある情報は、ユーザが知るために重要
なものである。ｅ－メールサービスの環境において、ユーザに対するｅ－メールアカウン
トの生成は、ユーザがそれまで知らないそのユーザのための新たなｅ－メールアドレスを
生じる。この情報は、例えば、ユーザの装置、サービスプロバイダーのサーバー等にロー
カルに記憶されてもよい。
【００６６】
　従って、本発明の１つの態様では、ユーザは、新たに生成されたサービス情報を自分の
ハンドセット又は他の装置にローカルに記憶することができる。一実施形態は、この情報
をクライアントデータベースに記憶することを含み、ここでは、コンタクト情報が、他の
仕方で、例えば、ローカルコンタクトデータベースのレコード（例えば、コンタクトカー
ド、ｖＣａｒｄ、等）において記憶される。次いで、ユーザは、自分のｅ－メールアドレ
スを親戚、友人、仕事の同僚、知人、等に与える便利な仕方を得るのに加えて、自分自身
のｅ－メールアドレス又は他のサービス番号／アドレスを見出す便利な仕方を得る。
【００６７】
　これは、ｅ－メールサービス以外のサービスにも等しく適用することができる。例えば
、ユーザは、上述したように、新たなＶｏＩＰアカウントを生成することができる。Ｖｏ
ＩＰアドレスは、コンタクト又は他の関連データベースに同様に記憶することができる。
次いで、ユーザは、コンタクトアイテムを他の者に転送し、次いで、彼等は、自分のＶｏ
ＩＰ番号又は他のアドレスを経てユーザにコンタクトするのに必要な情報を得る。従って
、サービス生成及び／又は構成からの情報は、ユーザ、及びそのユーザとコンタクトする
ことを望む他の者の両方に便利なように、ローカルに及び／又はリモートに記憶すること
ができる。
【００６８】
　図３Ａは、このようなコンタクトレコード（１つ又は複数）がユーザ３００に利用でき
る１つの仕方を示している。ここに示す実施例では、サービスアクチベーションサーバー
２０６は、コンタクトレコード３３６Ａを生成する。このコンタクトレコードは、ハンド
セット３０２又は他の装置においてコンタクトクライアント（図示せず）に適合できると
分かっている形態であればよい。例えば、ユーザ詳細３１６が設けられるときには、この
情報は、ハンドセット３０２において動作可能なｅ－メールクライアント（１つ又は複数
）の形式の識別を含むことができる。この情報を使用して、サービスアクチベーションサ
ーバー２０６は、そのｅ－メールクライアントを経て使用可能なクライアント特有のコン
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タクトレコードを与えることができる（３３８）。他の実施形態では、サービスアクチベ
ーションサーバー２０６は、複数の又は全てのｅ－メール（又は他のサービス）クライア
ントに適合できるコンタクトレコードを与えることができる（３３８）。その一例は、ｅ
－メールクライアントにより広くサポートされるｖＣａｒｄである。コンタクトレコード
は、次いで、装置３０２に自動的に記憶することもできるし、或いは装置３０２を経てユ
ーザ３００へ問合せを提示して、ユーザがコンタクトレコードを記憶するよう選択するの
を許してもよい。コンタクトレコードは、とりわけ、ユーザ及びサービスを関係付けるユ
ーザ－サービス識別子、例えば、ｅ－メールアドレス、ＶｏＩＰ番号／アドレス、ＳＩＰ
アドレス、インスタントメッセージングアドレス、ウェブＵＲＬ、等を含んでもよい。
【００６９】
　完全に新しいデータベースレコード（例えば、ｖＣａｒｄ）を与えることに取って代わ
る１つの代表的なことは、装置３０２に与えられるコンタクトレコードが、装置３０２の
コンタクトデータベースにおける既存のコンタクトレコードを更新することである。例え
ば、サービスアクチベーションサーバー２０６により与えられた（３３８）コンタクトレ
コードは、そのユーザに対する既存のコンタクトレコードに置き換わるか又はそれを増強
するための新たなｅ－メールアドレスのような情報を含む。与えられる情報は、ユーザの
既存のコンタクトレコードの新たなフィールド（１つ又は複数）において生成されてもよ
いし、又はユーザの既存のコンタクトレコードの既存のフィールド（１つ又は複数）にオ
ーバーライトするか、又は他の仕方でそれに置き換わってもよい。一実施形態において、
クライアント２００、又は装置３０２のコンタクトクライアントは、受け取ったコンタク
トレコードをコンタクトデータベースに新たなコンタクトレコードとして追加すべきかど
うか、又は既存のコンタクトレコード（１つ又は複数）を変更すべきかどうか決定するこ
とができる。
【００７０】
　図３Ｂは、サービスアカウントが生成される図３Ａに対応するメッセージフロー図で、
コンタクトレコードを生成し及び／又はユーザに与えることができる別の代表的な実施形
態を示す。説明を容易にするために、図３Ａで使用した参照番号を図３Ｂでも使用する。
【００７１】
　図３Ｂの実施例において、コンタクトレコードは、ｅ－メールプロバイダー２０８又は
どこかで生成される（３３６Ｂ）。ｅ－メールプロバイダー２０８は、ユーザ詳細３１６
及びユーザの新たなｅ－メール又は他のサービスアドレスに内々に関与し、従って、コン
タクトレコードを生成する（又はユーザのコンタクトデータベースに既にある既存のコン
タクトレコード（１つ又は複数）更新する）ことができる。コンタクトレコードをハンド
セット３０２へ別々に与えることもできるし、又は線３２２Ａで示すように、設定サービ
スへのリンクのような他の情報をコンタクトレコードに与えることもできる。
【００７２】
　別の代表的な実施形態では、ハンドセット３０２それ自身がコンタクトレコード３３６
Ｃを生成することができる。ｅ－メールアドレスを受け取ると、ローカルクライアント２
００（又は他のクライアント）は、新たなコンタクトレコード３３６Ｃを生成し、そして
新たなｅ－メールアドレスを入力することができる。それとは別に又はそれに加えて、ク
ライアント２００は、ローカルコンタクトデータベースに既に存在するかもしれない既存
のコンタクトレコード（１つ又は複数）を変更することができる。これは、ＶｏＩＰアカ
ウント、フォトシェアリングアカウント、等の他のサービスにも等しく適用される。
【００７３】
　図４は、図４Ａ－４Ｉを含むもので、ｅ－メールアカウントの生成及び構成中の装置ス
クリーン／ディスプレイ提示の代表的な進行状態を示す。上述したように、以下の説明は
、一般的に、他のアカウントの生成／構成にも適用することができる。図４に示すディス
プレイ又はスクリーンは、移動装置（例えば、移動電話、ＰＤＡ、等）のディスプレイ／
スクリーンを指すが、本発明は、他のスクリーンサイズ及び構成にも等しく適用できる。
【００７４】
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　図４Ａは、選択可能なアイテムのメニューを提示するスクリーン４００Ａを示す。図示
された実施形態では、１つのこのような選択可能なアイテムが、代表的なメッセージング
メニューを経て与えられるｅ－メールアイテム４０２である。ＵＩファンクションをクリ
ックするか、又は他の仕方でそれを使用して、ｅ－メールアイテム４０２を選択すること
で、典型的に、移動装置におけるｅ－メールクライアント／アプリケーションが呼び出さ
れる。ｅ－メールアカウントが生成されなかった場合には、ｅ－メールアプリケーション
は、ｅ－メールメッセージを通信することができない。従って、ｅ－メールクライアント
が適切な設定を探索できない場合に、ユーザは、ｅ－メールアカウントの生成及び／又は
構成を開始することができる。本発明の一実施形態において、ｅ－メールアカウントを確
立するためのサービスアクチベーションクライアントは、ユーザがｅ－メールアイテム４
０２からｅ－メールクライアントを呼び出すよう試みるときに、自動的に呼び出される。
他の実施形態では、クライアントは、他のＵＩファンクション（例えば、テキスト入力、
メニュー、ボイスアクチベーション、等）を使用して、ｅ－メールアカウント生成プロセ
スを開始することができる。
【００７５】
　サービスアクチベーションセッションは、メニューアイテム４０２の選択以外のやり方
で開始することができる。例えば、サービスアクチベーションセッションは、ｅ－メール
クライアントの外部で装置において、又はウェブページのリンクを経て、或いは他の仕方
で、開始することができる。しかしながら、サービスアクチベーションサーバーを指すウ
ェブリンクを経てサービスアクチベーションセッションが開始される場合には、サーバー
は、装置からの要求内において必要なパラメータ（例えば、ｋｅｙｉｎｆｏ、ｎｏｎｃｅ
、ＭＣＣ、ＭＮＣ）を得ることができない。このようなケースでは、サーバーは、先ず、
必要なパラメータ（例えば、ＰＡＯＳ；逆ＳＯＡＰ要求）を得るために装置に要求を発す
ることができる。パラメータを生成するためのサービスアクチベーションクライアントの
メカニズムは、例えば、サーバーからの要求によってトリガーされる。
【００７６】
　ユーザには、図４Ｂに示すように、装置のｅ－メールクライアントをアクチベートすべ
きかどうかの選択肢が与えられ、ここで、スクリーン４００Ｂは、ｅ－メールアクチベー
ションが望まれるかどうかの質問をユーザに提示している。ユーザが「ノー」を選択する
場合には、ｅ－メールアクチベーションは、行われない。ユーザが「イエス」を選択する
場合には、図４Ｃのスクリーン４００Ｃが、例えば、ブラウザプログラムを経て提示され
る。これは、ユーザが新たなｅ－メールアカウントを生成するか、又は既存のｅ－メール
アカウントでｅ－メールクライアントをアクチベートできるようにする。図４Ｃの実施形
態は、リンク４０４、４０６によりこの選択を与える。図４の実施形態では、ｅ－メール
アカウントが確立されていないと仮定され、それゆえ、ユーザが新たなｅ－メールアカウ
ントを生成するためにリンク４０４を選択すると仮定する。上述したように、その結果と
して、本発明に基づきサービスアクチベーションサーバーへ要求が送られ、これにより、
利用可能なｅ－メールプロバイダーのリストが装置へ戻され、そこで、図４Ｄのスクリー
ン４００Ｄに示すようにそれを提示することができる。ここに示す実施形態では、考えら
れるリストアイテムの各々が選択可能なリンクの形態で提示される。ユーザは、ｅ－メー
ルプロバイダーの１つ（例えば、プロバイダー３　４０８）を選択し、これは、装置ブラ
ウザを、図４Ｅ及び４Ｆに示すｅ－メールプロバイダーのサイトのアカウント生成ページ
（１つ又は複数）に向ける。これらディスプレイ４００Ｅ、４００Ｆに示されたように、
ユーザは、例えば、ｅ－メールアカウントを生成するためにｅ－メールプロバイダーが使
用する１つ以上のウェブページにおける多数の入力フィールドにより、情報４１０を入力
するよう求められる。別の実施形態では、ユーザは、新たなアカウントを生成するように
ＵＩにおいて直接求められる。このケースでは、４Ｃが示されない。
【００７７】
　ユーザがこの情報を提出すると、ｅ－メールアカウントを生成することができ、従って
、ユーザには、ｅ－メールクライアントを経てアクセスできるｅ－メールメールボックス
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及び／又は他のｅ－メールファンクションを与えることができる。図４Ｇのスクリーン４
００Ｇは、ｅ－メールアカウントの生成の首尾良い完了を指示するスクリーンを示してい
る。一実施形態では、装置は、このとき、例えば、ユーザのｅ－メールクライアントに対
するｅ－メール設定を受け取ることにより、ｅ－メールアカウントの自動構成を受けるこ
とができる。又、図４Ｇに示すように、ユーザに選択可能なリンク４１２が与えられるよ
うな他の実施形態も考えられる。ｅ－メールプロバイダーは、図４Ｇにおいて、新たなア
カウントに特有の幾つかの情報をページに示すことができる。この情報は、例えば、ユー
ザ名及びｅ－メールアドレスを入念に書き留め又は他の仕方で記録するために、新たなｅ
－メールアドレス、ユーザ名、等、並びにユーザのためのアドバイス又は他のガイダンス
を含むことができる。
【００７８】
　リンク４１２のユーザ選択、又は上述した同様のアクティビティは、ユーザの装置にお
いてｅ－メールクライアントのアクチベーション（即ち、構成）を開始する。サービスア
クチベーションサーバーは、装置が適切な設定で構成される間に図４Ｈのスクリーン４０
０Ｈを提示することができる。ユーザに首尾良いアクチベーション／構成を通知するため
に、例えば、ブラウザを経て、スクリーン（図示せず）を提示することができる。最終的
に、ｅ－メールクライアントは、図４Ｉのスクリーン４００Ｉを経て示されたように、新
たなスクリーンによりメールボックスを更新することができる。
【００７９】
　図５は、装置上で使用するために既存のｅ－メール（又は他のサービス）アカウントを
構成し、さもなければ、アクチベートすることのできる１つの仕方を例示するメッセージ
フロー図である。図５の幾つかのネットワーク要素は、図２及び３のネットワーク要素に
対応しているので、且つ一貫性及び比較のために、図５においてユーザ３００、ハンドセ
ット３０２、サービスアクチベーションクライアント２００、サービスアクチベーション
サーバー２０６、ｅ－メールプロバイダー２０８及びサインサーバー２１０に対して同じ
参照番号が使用されている。
【００８０】
　図５の実施例は、ユーザ３００が、ユーザのハンドセット３０２に関連したｅ－メール
クライアント（図示せず）の起動を試みたと仮定する。本発明の一実施形態では、ハンド
セット３０２又は他のターミナルを既存のｅ－メール（又は他のサービス）アカウントに
対して構成できるようにする。図３Ａの実施形態では、サービスアクチベーションサーバ
ー２０６及びｅ－メールプロバイダー２０８は、両方とも、ユーザ３００へのＨＴＭＬペ
ージにサービスする。以下に示すように、図５の実施形態は、ユーザが先ずサービスアク
チベーションサーバー２０６と対話し、次いで、ｅ－メールプロバイダー２０８と対話し
、そして再び、サービスアクチベーションサーバー２０６と対話することを含む。
【００８１】
　ユーザ３００は、先ず、対話線５００で示すように、既存のアカウントをアクチベート
するように選択する。ハンドセット３０２のｅ－メールサービスアクチベーションクライ
アント２００又は「ウィザード」は、アクチベーションプロセスをスタートさせる。ハン
ドセット３０２のウェブブラウザ又は他のアクセスプログラムが起動される。初期ＵＲＬ
は、ｅ－メールアクチベーションサーバー２０６を指し、種々のパラメータを含んでいる
。一実施形態では、ＨＴＴＰ“ＧＥＴ”要求５０２がクライアント２００により発生され
る。ユーザは、既に、ｅ－メールアカウントを有し、新たなｅ－メールアカウントを生成
する必要がないので、サービスアクチベーションサーバー２０６は、先の実施例の場合の
ように、ｅ－メールプロバイダーのリストで応答しない。むしろ、ハンドセット３０２に
おいて既存のアカウントを使用すべき場合には、サービスアクチベーションサーバー２０
６は、既存のｅ－メールアカウントに対応するユーザの既存のｅ－メールアドレスを入力
するためにインストラクション及び／又は適当なユーザインターフェイスで応答する（５
０４）。一実施形態では、記入フォームがサービスアクチベーションサーバー２０６によ
りハンドセット３０２のブラウザアプリケーションに与えられ、これにより、ユーザは、
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自分のｅ－メールアドレス及び／又は他の情報を入力（５０５）及び送信（５０６）する
ことができる。一実施形態では、ユーザがサービスアクチベーションサーバー２０６への
情報の転送を開始できるようにするリンク又は他のＵＩファンクションを与えることを含
み、ここで、リンクは、サービスアクチベーションサーバー２０６を指す。
【００８２】
　サービスアクチベーションサーバー２０６は、ｅ－メールアドレスを受け取り、そして
ユーザのｅ－メールアドレスに基づいてｅ－メールプロバイダーを確認する（５０８）。
それに応答して、サービスアクチベーションサーバー２０６は、ユーザをプロバイダーの
アクチベーションＵＲＩへ向け直すことができる（５１０）。例えば、サービスアクチベ
ーションサーバー２０６は、ＨＴＴＰ向け直しコマンドを、ユーザの既存のｅ－メールア
ドレスに関連したｅ－メールプロバイダー２０８のアクチベーションＵＲＬへ発生するこ
とができる。ユーザの好ましい言語、ｅ－メールアドレス、及び／又は他の情報のような
パラメータは、ｅ－メールプロバイダー２０８に送られてもよい（５１２）。ユーザをｅ
－メールプロバイダー２０８のサイトに向け直すこのプロセスは、ユーザにとって透過的
である。ｅ－メール確認が失敗すると、種々の応答をなすことができ、その少なくとも１
つを以下に詳細に説明する。
【００８３】
　ｅ－メールプロバイダー２０８のサイトへのリダイレクションが首尾良く行われたと仮
定すれば、ユーザは、任意であるが、ｅ－メールプロバイダー２０８のウェブサイトにお
いて認証することができる。このような実施形態では、対話線５１４で示されたように、
ｅ－メールプロバイダー２０８からハンドセット３０２のブラウザへ認証ページ（１つ又
は複数）が与えられる。認証ページ（１つ又は複数）は、例えば、ユーザが、ユーザ名、
パスワード、及び／又は他の認証情報を入力する（５１６）ための要求を含むことができ
る。この情報は、ｅ－メールプロバイダーサーバー２０８へ返送される（５１８）。ユー
ザ３００が認証された場合には、設定又は構成サービスへのリンク（又はユーザに指令す
るための他の関連情報）が与えられる（５２０）。例えば、ハンドセット３０２における
ｅ－メールをアクチベートするためのリンク又は他のＵＩ特徴がハンドセットブラウザを
経てユーザに提示される。
【００８４】
　ユーザが、対話線５２２で示したように、このリンク／ＵＩ特徴を選択する場合には、
ハンドセット３０２におけるｅ－メールをアクチベートするための要求が、対話線５２４
で示すように、自動的になされる。このリンクは、装置により（例えば、要求５０２で）
早期に与えられたもの、及びｅ－メールアカウント詳細（ｅ－メールアドレス、ユーザ名
、ＩＭＡＰサーバーアドレス及び形式、ＳＭＴＰサーバーアドレス、等）のような種々の
パラメータを含む。このリンクは、これらのパラメータで装置を構成するようにサービス
アクチベーションサーバー２０６に要求する。一実施形態では、ｅ－メールアドレス及び
ユーザ名が、ｅ－メールプロバイダー２０８のバックエンドから自動的に到来する。これ
は、ユーザのための容易な経験を可能にする。パスワードの送信は、任意である。という
のは、初めて必要になったときにユーザから要求されて、装置メモリにセーブできるから
である。一実施形態では、ユーザがリンクをクリックするのに応答して、ＨＴＴＰ　ＰＯ
ＳＴ要求が使用される。
【００８５】
　ハンドセット３０２のブラウザは、本質的に、サービスアクチベーションサーバー２０
６へ返送され、このサーバーは、最終的に、プロビジョニング又は「設定」ドキュメント
を生成する（５２６）。一実施形態では、サービスアクチベーションサーバー２０６は、
例えば、サインサーバー２１０にプライベートキーを使用して設定ドキュメントにサイン
するようにサインサーバー２１０に要求する（５２８）。サインされたドキュメントは、
サービスアクチベーションサーバー２０６へ返送され（５３０）、そして最終的に、クラ
イアント２００に与えられ、そこで、例えば、パブリックキーを使用してサインを検証す
ることができる。次いで、ハンドセット３０２に設定がインストールされ、そしてハンド
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セット３０２においてｅ－メールメールボックス又は他のｅ－メール特徴に直ちにアクセ
スすることができる。これらのｅ－メール特徴は、ユーザ３００がｅ－メールクライアン
トソフトウェアを起動することによりアクセスされる。別の実施形態では、ｅ－メールク
ライアントソフトウェアは、アクチベーションプロセスが完了したときにクライアント２
００により自動的に起動される。
【００８６】
　図６は、図６Ａ－６Ｇを含むもので、既存のｅ－メールアカウントを構成する間の装置
スクリーン／ディスプレイ提示の代表的な進行状態を例示する。以下の説明は、一般に、
他のアカウントの構成にも適用できる。図６に示すディスプレイ又はスクリーンは、移動
装置（例えば、移動電話、ＰＤＡ、等）のディスプレイ／スクリーンを指すが、本発明は
、他のスクリーンサイズ及び構成にも等しく適用できる。
【００８７】
　本発明は、単に代表例を示す図６に示された特定のスクリーンシーケンスに限定されな
いことに注意されたい。例えば、装置のＵＩは、図６Ｃに示すウェブページをバイパスし
て、図６Ｄに示すページへ直接進むことができる。従って、本発明は、明らかに、ここに
示す特定の実施形態に限定されず、スクリーン６００Ａ－６００Ｇは、本発明のこの態様
の理解を容易にするために１つの実施形態を表す。
【００８８】
　図６Ａは、選択可能なアイテムのメニューを提示するスクリーン６００Ａを示す。図示
された実施形態では、１つのこのような選択可能なアイテムが、代表的なメッセージング
メニューを経て与えられるｅ－メールアイテム６０２である。ＵＩファンクションをクリ
ックするか、又は他の仕方でそれを使用して、ｅ－メールアイテム６０２を選択すること
で、典型的に、移動装置におけるｅ－メールクライアント／アプリケーションが呼び出さ
れる。ｅ－メール構成成されなかった場合には、図６Ｂに示すように、装置におけるｅ－
メールクライアントをアクチベートすべきかどうかの選択肢がユーザに与えられ、ここで
、スクリーン６００Ｂは、ｅ－メールアクチベーションを希望するかどうかの質問をユー
ザに提示する。ユーザが「ノー」を選択すると、ｅ－メールアクチベーションは行われな
い。ユーザが「イエス」を選択した場合には、図６Ｃのスクリーン６００Ｃが、例えば、
ブラウザプログラムを経て提示される。これは、ユーザが新たなｅ－メールアカウントを
生成するか、又は既存のｅ－メールアカウントでｅ－メールクライアントをアクチベート
するのを許す。図６Ｃの実施形態は、リンク６０４、６０６によってこの選択を行う。図
６の実施形態では、ｅ－メールアカウントが既に存在すると仮定し、それ故、ユーザは、
既存のｅ－メールアカウントをアクチベートするためにリンク６０６を選択すると仮定す
る。
【００８９】
　リンク６０６を選択すると、本発明によりサービスアクチベーションサーバーへ要求が
送信され、これにより、サービスアクチベーションサーバーは、ユーザが自分のｅ－メー
ルアドレスを入力できる何らかの仕方で応答する。図６Ｄに一例が示されており、ここで
は、スクリーン６００Ｄは、ユーザが当該ｅ－メールアカウントに対して自分のｅ－メー
ルアドレスを識別する仕方を提示する。ここに示す実施形態では、これは、テキストエン
トリーフィールド６０８を使用して達成される。ユーザがｅ－メールアドレスを入力する
と、ユーザは、サービスアクチベーションサーバーを指す「前進(proceed)」リンク６１
０を選択する（さもなければ、入力したｅ－メールアドレスを送信する）ことができる。
先に述べたように、サービスアクチベーションサーバーは、ｅ－メールアドレスを確認し
、ｅ－メールプロバイダーを識別し、そしてハンドセットのブラウザをｅ－メールプロバ
イダーのサイトへ向ける。
【００９０】
　プライバシーの理由で、プロセスは、“＠”キャラクタの前の「個人的」部分のような
ｅ－メールアドレスの特定部分を省略するように設計できる。このケースでは、“＠”キ
ャラクタに続く部分だけが、サービスプロバイダーを確認するためにサーバーに送信され
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る。これは、例えば、装置における埋め込み型ＵＩ要素としてサービスアクチベーション
サーバーのウェブＵＩ要素を具現化することにより、実現できる。ユーザに示されるペー
ジの適切な部分は、装置から到来する。このケースでは、ｅ－メールアドレスの一部分を
省略するロジックを設計することができる。サービスプロバイダーは、例えば、ウェブペ
ージに入力されるユーザ名でユーザを確認する。
【００９１】
　一実施形態では、認証が要求され、ｅ－メールプロバイダーは、ユーザが、ユーザ名、
パスワード、等の適切な認証情報を入力するために、図６Ｅに示すページ（１つ又は複数
）６００Ｅを与える。ここに示す実施形態では、装置は、このとき、例えば、ユーザのｅ
－メールクライアントに対するｅ－メール設定を受け取ることにより、ｅ－メールアカウ
ントの自動的構成を受ける。サービスアクチベーションサーバーは、装置が適切な設定で
構成される間に、図６Ｆのスクリーン６００Ｆを表すことができる。首尾良いアクチベー
ション／構成をユーザに通知するために、スクリーン（図示せず）を提示することができ
る（例えば、ブラウザを経て）。最終的に、ｅ－メールクライアントは、図６Ｇのスクリ
ーン６００Ｇに示すように、新たな設定によりメールボックスを更新することができる。
或いは又、メッセージングクライアントのメニュー又は他のユーザインターフェイスを示
すこともできる。
【００９２】
　アカウントの生成及び／又は構成プロセスに関連して多数の変形を行うことができる。
既存のｅ－メールアカウントのアクチベーションについては、１つのこのような変形は、
ユーザのｅ－メールアドレスに基づいてｅ－メールプロバイダーを確認できないというも
のである（例えば、図５のプロバイダー確認５０８を参照されたい）。サービスアクチベ
ーションサーバー２０６がユーザのｅ－メールプロバイダーを識別できない場合に、１つ
の変形は、ユーザにＵＩを与えて、ユーザが、例えば、リストから自分のｅ－メールプロ
バイダーを選択し、自分のｅ－メールプロバイダーを入力し、さもなければ、ユーザのｅ
－メールプロバイダーをサービスアクチベーションサーバー２０６に通知できるようにす
ることである。
【００９３】
　既存のｅ－メールアカウントをアクチベートすることに関連した別の変形は、スペルを
間違えたｅ－メールアドレスを検出するものである。プロバイダー確認５０８は、ヒュー
リスティックを適用することもできるし、さもなければ、ユーザから受け取られたスペル
を間違えた又はその他誤って入力されたｅ－メールアドレスから有望なｅ－メールプロバ
イダーを決定することもできる。例えば、ｅ－メールドメインが“ａｂｃｄｅ．ｃｏｍ”
であり、そしてユーザが自分のｅ－メールアドレスを“ａｂｃｄ．ｃｏｍ”として入力す
る場合には、プロバイダー確認モジュール５０８は、有望な一致を探索することができる
。このようなケースでは、ユーザに、確認質問（例えば、「あなたのｅ－メールプロバイ
ダーは、ａｂｃｄｅか？」を提示することができる。
【００９４】
　既存のｅ－メールアカウントをアクチベートすることに関連した別の変形は、ｅ－メー
ルプロバイダーが、既存のｅ－メールアカウントをアクチベートするためにユーザに対し
てページ（１つ又は複数）を与えないというものである（例えば、図５の対話５１４を参
照されたい）。ｅ－メールプロバイダーは、これを行う必要がなく、そしてこれを行わな
いとき、ユーザは、ユーザ名もパスワードも使用せずに、サービスアクチベーションサー
バーのみと対話する。より詳細には、サービスアクチベーションサーバーは、それがｅ－
メールプロバイダーの構成データをローカルデータベースに有しているので、ユーザのｅ
－メールプロバイダーを検出する。次いで、サービスアクチベーションサーバーは、設定
（プロビジョニング）ドキュメントを生成してそれをユーザへ送ることができる。この時
点ではユーザ名及びパスワード（又は他の認証データ）が未知であるから、それらが設定
ドキュメントに含まれることはない。このようなケースでは、ｅ－メールクライアントは
、ユーザが最初に自分のメールボックスをｅ－メールクライアントに接続するときに、ユ
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ーザ名及びパスワードの入力を要求することができる。或いは又、ユーザは、ｅ－メール
クライアントに対して設定ＵＩを経て手動でデータを追加することができる。
【００９５】
　既存のｅ－メールアカウントをアクチベートすることに関連した更に別の変形は、ユー
ザのｅ－メールプロバイダーがサービスアクチベーションサーバーに対して未知であると
いうものである。これは、一実施形態では、ハンドセットにおけるｅ－メールクライアン
トグラフィックユーザインターフェイスを使用してｅ－メールプロバイダー詳細を手動で
入力するようにユーザに命令することにより、対処される。サービスアクチベーションサ
ーバーのアドミニストレータは、未知のｅ－メールプロバイダーのレポートを見ることが
でき、欠落したデータをデータベースに追加することができる。
【００９６】
　別の変形は、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）又は同様の無線回線
を含む装置に関する。ネットワークオペレータは、ｅ－メールを送信するためにそれらの
ネットワークにＳＭＴＰサービスを提供することができる。オペレータは、例えば、セル
ラー又はＡＤＳＬのようなそれらのネットワークに接続された送信装置を確認することが
できる。ネットワーク内で装置が確認されたときにＳＭＴＰファシリティの誤用を防止す
るための認証は必要とされない。しかし、オペレータが送信者を確認しないネットワーク
、例えば、ＷＬＡＮを経て装置が接続される場合には、オペレータＳＭＴＰサービスを経
てｅ－メールを送信することは考えられない。というのは、オペレータのネットワークは
、オペレータのネットワーク、例えば、セルラーネットワークの外部から到来する要求を
見ることになり、メッセージの送信を要求している装置を確認できないからである。サー
ビスプロバイダーのＳＭＴＰアドレスは、装置に対して構成することができる。このケー
スでは、例えば、ユーザ名及びパスワードでの認証が要求される。もし希望があれば、ユ
ーザ名及びパスワードは、ＩＭＡＰ又はＰＯＰを経てのインボックスアクセスの場合と同
じでよい。あるオペレータのセルラーネットワークでは、外部ＳＭＴＰサービスが機能し
ないことがある。それ故、これらオペレータのネットワークにおけるハンドセットは、オ
ペレータのＳＭＴＰアドレスで構成されてもよく、従って、このような装置は、ＷＬＡＮ
を経てｅ－メールを送信するように機能しない。本発明の一実施形態は、装置に対して複
数（例えば、２つ）の構成、例えば、ＧＰＲＳに対して１つの構成及びＷＬＡＮに対して
１つの構成を与えることを含む。複数のＳＭＴＰ構成は、例えば、複数のアクセスポイン
ト（例えば、セルラーＧＰＲＳ　ＡＰＮ又はＷＬＡＮ）に関連付けされ、ｅ－メールは、
例えば、ＧＰＲＳアクセスポイント（１つ又は複数）に対して１つのＳＭＴＰ構成を及び
ＷＬＡＮ　ＡＰＮに対して別の１つを使用してもよい。ｅ－メールアプリケーションは、
どのネットワークトラフィックが生じるかに基づいてこれらの１つを使用する。或いは又
、オペレータＳＭＴＰは、オペレータＧＰＲＳネットワークの外部にあるときにユーザ名
／パスワードを使用してユーザを認証することができる。
【００９７】
　前記の幾つかのＵＩ要素は、サービスアクチベーションサーバーのウェブページに基づ
いて一例として説明した。或いは又、サービスアクチベーションサーバーのウェブページ
として述べたＵＩ要素は、移動装置のＵＩ要素として具現化することもできる。例えば、
サービスアクチベーションサーバーは、局所化されて維持されるＵＩ要素を含まなくても
よい。このようなケースでは、クライアント及びサーバーは、その他、ここに述べるロジ
ックと通信するが、移動装置が全てのＵＩ要素の世話をする。
【００９８】
　とりわけ、本発明は、新たなｅ－メールサービスを開始するか又は既存のｅ－メールサ
ービスを新たな装置に対して構成するときに、ｅ－メール又は他のサービス設定を正しい
ものにする、どちらかといえば飽き飽きするタスクから、ユーザを救済する。例えば、エ
ンドユーザが、新たな装置（例えば、移動電話）に使用できるｅ－メールアカウントを確
立しない場合には、どんなサービスプロバイダーを利用でき、希望のサービスプロバイダ
ーとのアカウントをどのように確立し、且つサービスを利用するために装置をどのように
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構成するかをユーザが知ることは、しばしば複雑で、混同を招く。これは、ｅ－メールプ
ロバイダー、ボイス・オーバー・インターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）アプリケーショ
ン、メディア及びマルチメディアシェアリングアプリケーション、等の種々のサービス形
式について言えることである。本発明は、従来技術のこれら及び他の欠点を解決する。
【００９９】
　上述した実施形態は、一般に、装置におけるｅ－メールアカウントを確立し及び／又は
構成することに関する。上述したように、本発明は、他のサービス形式にも等しく適用で
きる。図７は、装置（例えば、移動電話、ＰＤＡ、等）が任意のサービス形式に対してサ
ービスアカウントを確立できるようにする１つの例示的な仕方を一般的に示すフローチャ
ートである。装置に関連したパラメータが送信される（７００）。図８のアイテム８００
は、装置の動作母国、装置のネットワークオペレータ、装置の言語、装置のモデル、及び
／又は他のパラメータを含むパラメータの幾つかの代表例を示す。上述したように、これ
らのパラメータは、コマンド、メッセージ、その他を経て、装置からサービスアクチベー
ションサーバーへ送信することができる（７００）。一実施形態では、要求は、ＨＴＴＰ
要求を経て送信される（７００）。
【０１００】
　装置は、サービスプロバイダーのリストを受け取り（７０２）、このリストは、パラメ
ータを使用してサービスプロバイダーのセットから導出される。再び図８を参照すれば、
例えば、パラメータ８００を、プロバイダーセット８０２に関連した各プロバイダーの属
性と比較することにより、入力パラメータ８００がサービスプロバイダーのセット８０２
に適用される。パラメータに一致するか、さもなければ、対応するプロバイダーは、特定
の装置に対して利用可能なプロバイダーのサブセットを形成する。プロバイダーのこのサ
ブセットは、プロバイダーリスト８０４として示されている。「リスト」という語は、プ
ロバイダーの特定の形態又は順序を示唆することを意図しておらず、むしろ、入力パラメ
ータ８００に対応する各プロバイダーの識別を示唆するために広く使用される。
【０１０１】
　装置は、ブロック７０４で示したように、リストからサービスプロバイダーをユーザが
選択するのを容易にする。このユーザ選択は、グラフィックユーザインターフェイス（Ｇ
ＵＩ）、テキストエントリー、ボイスコマンド、等の、任意の１つ以上の形態で得ること
ができる。次いで、選択されたサービスプロバイダーとのサービスアカウントを生成する
ために、選択されたサービスプロバイダーとの通信が容易にされる（７０６）。例えば、
サービスアクチベーションサーバーは、選択されたサービスプロバイダーのネットワーク
アドレスへのリンクを与えるか、さもなければ、そのアドレスを装置に通知することがで
き、これにより、装置を、選択されたサービスプロバイダーのアカウント生成ウェブサイ
トに自動的に向けることができる。
【０１０２】
　又、図７は、装置がコンタクトレコードを受け取る（７０８）可能性も示している。上
述したように、一実施形態では、少なくともサービス生成プロセスにより導出された情報
を使用してコンタクトレコード（例えば、ｖＣａｒｄ又は同様のもの）を生成することが
含まれる。例えば、コンタクトレコードは、サービスプロバイダーが、新たなｅ－メール
アカウントを生成したｅ－メールサービスプロバイダーである場合は、ユーザの名前及び
ｅ－メールアドレスを含む。種々の実施形態は、コンタクトレコードを装置に自動的に記
憶し、そしてユーザに、装置ユーザインターフェイスを経てコンタクトレコードを記憶す
る（及び／又は１つ以上の既存のコンタクトレコードを更新する）選択肢を与えることを
含む。コンタクトレコードと共に、装置に関連したパラメータに基づく他の情報、及び／
又はサービスプロバイダーへ送信される他の情報が含まれてもよい。例えば、ユーザが、
アカウントの生成に関連して住居又は会社のアドレス情報を含ませた場合には、その情報
をコンタクトレコードにも含ませることができる。更に、コンタクトレコードは、サービ
スアクチベーションサーバー又はサービスプロバイダーから得ることもできるし、或いは
ユーザ装置に常駐するクライアントにより、新たなサービス情報を受信するのに応答して
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生成されてもよい。
【０１０３】
　図９は、サーバー（例えば、サービスアクチベーションサーバー）又は他のネットワー
ク要素がサービスアカウントの生成を指令し、そして任意であるが、そのサービスアカウ
ントに使用するように装置を構成できるようにする１つの例示的な仕方を一般的に示すフ
ローチャートである。装置に関連した第１のパラメータが、サービスアクチベーションサ
ーバーに受け取られる（９００）。これら第１のパラメータは、例えば、図８のアイテム
８００に示されたものを含んでもよい。１つ以上の第１のパラメータを使用して、サーバ
ーは、サービスプロバイダーのセットからサービスプロバイダーのリストを導出し（９０
２）、このリストは、ブロック９０４で示すように、装置に使用できるようにされる。例
えば、このリストは、サービスアクチベーションサーバーから装置へ送信され、又、この
リストは、サービスアクチベーションサーバーのアクセス可能なウェブページ（１つ又は
複数）、等において使用可能とされる。サービスアクチベーションサーバーにおいて第２
のパラメータが受け取られる（９０６）。これらの第２のパラメータは、装置と、装置で
選択されてリストされたサービスプロバイダーの１つとの間に確立されたサービスアカウ
ントに関連している。換言すれば、リストから選択されたサービスプロバイダーとのサー
ビスアカウントが装置に対して生成され、そして第２のパラメータの少なくとも幾つかが
その新たに生成されたサービスアカウントに関連される。第１及び第２のパラメータを使
用して、サービスアクチベーションサーバーは、構成データを生成し（９０８）、そして
その構成データを装置に使用できるようにする。このように、装置は、構成データを記憶
するか、さもなければ、特定のサービスアカウントに使用するように構成データによって
構成することができる。サーバーに対する別の選択肢は、サービスアカウントの生成から
生じる情報からコンタクトレコードを生成し、そしてこのコンタクトレコードを、ブロッ
ク９１０に示すように、装置に使用できるようにすることである。
【０１０４】
　上述したように、本発明の幾つかの実施形態は、新たなサービスアカウントの生成を含
まず、むしろ、既存のサービスアカウントで動作するように装置を構成するために構成ド
キュメントを生成することを含む。図１０及び１１は、既存のサービスアカウントで動作
するように装置を構成するための代表的な実施形態を示すフローチャートである。図１０
及び１１は、ｅ－メールアカウントではなく、サービスアカウントに等しく適用されるこ
とを認識されたい。
【０１０５】
　より詳細には、図１０は、装置（例えば、移動電話、ＰＤＡ、等）が既存のｅ－メール
アカウントに使用するようにその構成を行うことのできる１つの代表的な仕方を示すフロ
ーチャートである。既存のｅ－メールアカウントに関連したｅ－メールアドレスが与えら
れる（１０００）。例えば、移動電話がｅ－メールアドレスをサービスアクチベーション
サーバーへ送信できるか、又はサービスアクチベーションサーバーのウェブサイト、等を
経てｅ－メールアドレスを入力してもよい。与えられるｅ－メールアドレスは、既に存在
するｅ－メールアカウントからのｅ－メールアドレスを表す。この情報を与えるのに応答
して、装置は、最終的に、ｅ－メールアドレスで識別されたｅ－メールプロバイダーに関
連した構成データを受け取る（１００２）。装置は、受け取った構成データを使用して、
ｅ－メールプロバイダーで動作するように構成される（１００４）。
【０１０６】
　又、装置は、更に、ユーザ及び対応するｅ－メールアドレスに関するコンタクトレコー
ドをサーバーから受け取ってもよいことにも注意されたい。一実施形態では、ユーザは、
ユーザの既存のｅ－メール（又は他のサービス）アドレスを使用して生成された新たなコ
ンタクトレコードを実際に記憶したいかどうかについて促されてもよい。あるケースでは
、ユーザは、パーソナルコンタクトレコードを既に有し、このようなコンタクトレコード
を記憶する必要がない。コンタクトレコードがユーザに使用可能とされる実施形態の場合
に、ユーザは、装置にある自分のユーザインターフェイスにより、コンタクトレコードの
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受け取りを無視するように選択することもできる。
【０１０７】
　図１１は、装置ユーザに対してｅ－メールアカウントが既に存在する装置を構成する上
でサーバー（例えば、サービスアクチベーションサーバー）又は他のネットワーク要素が
役立つようにする１つの代表的な仕方を示すフローチャートである。既存のｅ－メールア
カウントに関連したｅ－メールアドレスがサーバーにより受け取られる（１１００）。ｅ
－メールアドレスに対応するｅ－メールプロバイダーが識別される（１１０２）。既存の
ｅ－メールアカウントに使用するように装置を構成できる構成ドキュメントが生成され（
１１０４）、次いで、構成ドキュメントは、装置へ送信され（１１０６）、装置が構成を
実行できるようにする。又、ある実施形態では、サーバーは、ユーザの既存のアカウント
に関連した少なくとも幾つかの情報を含むコンタクトレコードも与えることができる。一
実施形態では、サーバーは、コンタクトレコードを記憶したいかどうかのオプションをユ
ーザに与える。
【０１０８】
　多数の変形及びオプションによって本発明の多数の実施形態が生じる。１つの実施形態
は、新たなサービスアカウントを望むかどうか、又は既存のサービスアカウントを使用す
べきかどうか選択するユーザの能力を含む。図１２は、このユーザ選択を含む方法の別の
実施形態を示すフローチャートである。ここでも、図１２は、ｅ－メールアカウントにつ
いて説明するが、他のサービスアカウントにも等しく適用できる。
【０１０９】
　ユーザは、装置の未構成のｅ－メールアプリケーションをオープン／起動しようと試み
る（１２００）。ｅ－メールアプリケーションが既に構成されていることが判断ブロック
１２０２で決定された場合には、装置は、ブロック１２３２に示すように、そのｅ－メー
ルボックス（例えば、インボックス）にアクセスすることができる。アプリケーションが
まだ構成されていない場合には、ユーザは、ブロック１２０４に示すように、ｅ－メール
をアクチベートするためのプロンプト又は他の示唆を得ることができる。ユーザが未構成
のｅ－メールアカウントをアクチベートすることを選択する場合には、更なるステップは
、既存のｅ－メールアカウントを使用すべきかどうか、又は新たなｅ－メールアカウント
を生成すべきかどうかに依存する。既存のアカウントがない場合には、適当なｅ－メール
プロバイダーのリストが提示され（１２０８）、ここで、リストは、装置によりサービス
アクチベーションサーバーに与えられるパラメータに基づく。ユーザは、リストから希望
のプロバイダーを選択する（１２１０）。一実施形態では、リスト内の各プロバイダーは
、各ＵＲＬ又は他のアドレスに関連され、そしてリストからサービスプロバイダーを選択
すると、装置は、ブロック１２１２に示すように、選択されたプロバイダーに対するアカ
ウント生成ウェブサイトへ進むようにされる。アカウントは、サービスアクチベーション
サーバーにおいて生成され（１２１４）、これは、次いで、サービスアクチベーションサ
ーバーを指すリンクを装置に与える（１２２０）。付加的なパラメータがサービスアクチ
ベーションサーバーに与えられ（１２２２）、これは、最終的に、設定ドキュメントを生
成し（１２２４）、それを装置に与える。一実施形態では、設定ドキュメントは、装置に
与えられる前にサインがなされる（１２２６）。次いで、装置は、設定ドキュメントを使
用して構成される（１２２８）。ドキュメントにサインがなされる場合には、装置を構成
する前にそのサインが検証される（１２３０）。装置は、次いで、そのｅ－メールボック
スを提示するか、又は新たに構成されたｅ－メールクライアントに関連した他のファンク
ションを遂行することができる。
【０１１０】
　既存のアカウントがあることが判断ブロック１２０６で決定された場合に、ユーザは、
自分のｅ－メールアドレスをサービスアクチベーションサーバーに与える（１２１６）。
これに応答して、サービスアクチベーションサーバーは、与えられた当該ｅ－メールを、
ｅ－メールアドレスに基づいて識別し（１２１８）、そしてアイテム１２２０－１２３２
に関連したファンクションを実行することができる。
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【０１１１】
　本発明を具現化できるか、さもなければ、利用できる代表的なシステムが図１３に示さ
れている。通信装置（１つ又は複数）１３００Ａは、上述した装置／ハンドセットのファ
ンクションを遂行できる通信装置を表している。ここに示す実施形態では、装置１３００
Ａは、ワイヤレスネットワークとオーバー・ジ・エア（ＯＴＡ）で通信でき及び／又はワ
イヤードネットワークを経て通信できる移動装置を表している。一例であって、これに限
定されないが、装置１３００Ａは、移動電話（スマートホンを含む）１３０２、パーソナ
ルデジタルアシスタント１３０４、コンピューティング装置１３０６、及び他のネットワ
ークターミナル１３０８を含む。
【０１１２】
　代表的なターミナル１３００Ａは、コンピューティングシステムを使用して、従来装置
のアクティビティ並びに本発明により与えられる装置ファンクションを制御しそして管理
する。例えば、代表的なワイヤレスターミナル１３００Ｂは、処理／制御ユニット１３１
０、例えば、マイクロプロセッサ、コントローラ、減少インストラクションセットコンピ
ュータ（ＲＩＳＣ）、又は他の中央処理モジュールを含む。処理ユニット１３１０は、単
一の装置である必要はなく、１つ以上のプロセッサを含んでもよい。例えば、処理ユニッ
トは、マスタープロセッサと、このマスタープロセッサと通信するように結合された１つ
以上の関連スレーブプロセッサとを含むことができる。
【０１１３】
　処理ユニット１３１０は、プログラム記憶装置／メモリ１３１２において得られるプロ
グラムによって指令されるようにターミナル１３００Ｂの基本的ファンクションを制御す
る。記憶装置／メモリ１３１２は、本発明に関連したオペレーティングシステム、並びに
種々のプログラム及びデータモジュールを含むことができる。本発明の一実施例では、プ
ログラムは、ターミナルの電源ダウン時に失われることがないように、不揮発性で電気的
に消去可能なプログラマブルリードオンリメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュＲＯＭ、
等に記憶される。又、記憶装置１３１２は、１つ以上の他の形式のリードオンリメモリ（
ＲＯＭ）、及びプログラム可能で及び／又は消去可能なＲＯＭ、ランダムアクセスメモリ
（ＲＡＭ）、加入者インターフェイスモジュール（ＳＩＭ）、ワイヤレスインターフェイ
スモジュール（ＷＩＭ）、スマートカード、或いは他の固定又は除去可能なメモリ装置／
メディアも含むことができる。又、プログラムは、他のメディア１３１３、例えば、ディ
スク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、等を経て与えることもでき、これらは、適当なインターフ
ェイス及び／又はメディアドライブ１３１４により読み取られる。又、本発明によるター
ミナルオペレーションを実行するための関連ソフトウェアは、データ信号を経てターミナ
ル１３００Ｂへ送信され、例えば、データネットワーク１３１５又は他のデータネットワ
ークのような１つ以上のネットワークを経て電子的にダウンロードされ、そしてターミナ
ル１３００Ａ／１３００Ｂが移動電話のようなワイヤレス装置である場合には中間ワイヤ
レスネットワーク（１つ又は複数）１３１６を経てダウンロードされる。
【０１１４】
　他の標準的なターミナルファンクションを遂行するために、プロセッサ１３１０は、タ
ーミナル１３００Ｂに関連したユーザ入力インターフェイス１３１８にも結合される。こ
のユーザ入力インターフェイス１３１８は、例えば、キーパッド、ファンクションボタン
、ジョイスティック、スクロールメカニズム（例えば、マウス、トラックボール）、タッ
チパッド／スクリーン、又は他のユーザエントリーメカニズム（図示せず）を含んでもよ
い。
【０１１５】
　ユーザインターフェイス（ＵＩ）１３２０が設けられ、これは、ターミナル１３００Ａ
／Ｂのユーザが情報を視覚、聴覚、接触、等により知覚できるようにする。例えば、１つ
以上のディスプレイ装置１３２０Ａがターミナル１３００Ｂに関連付けられる。ディスプ
レイ１３２０Ａは、ウェブページ、映像、ビデオ、テキスト、リンク及び他の情報を表示
することができる。スピーカ（１つ又は複数）１３２０Ｂは、インストラクション又は他
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の情報を聴覚的に提示するために設けられる。又、触覚１３２０Ｃ又は他のフィードバッ
クのような他のユーザインターフェイス（ＵＩ）メカニズムを設けることもできる。本発
明に関連した情報は、ユーザが知覚できるいかなる形式の提示により与えられてもよい。
【０１１６】
　又、図１３に例示する移動装置１３００Ｂは、ワイヤレスネットワーク（１つ又は複数
）１３１６を経てワイヤレス送信を遂行するための従来の回路も含む。ＤＳＰ１３２２は
、アナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換、デジタル／アナログ（Ｄ／Ａ）変換、スピーチコ
ード化／デコード、暗号／解読、エラー検出及び修正、ビットストリーム変換、フィルタ
リング、等を含む種々のファンクションを遂行するように使用できる。トランシーバ１３
２４は、一般的にアンテナ１３２６により、出て行く無線信号を送信すると共に到来する
無線信号を受信する少なくとも送信器及び受信器を備えている。装置１３００Ｂが非移動
装置又は移動装置である場合には、インターネットのようなネットワークとの他の形式の
ワイヤレス又はワイヤード通信を許すためにトランシーバ（Ｔ）１３２７を含むことがで
きる。例えば、装置１３００Ｂは、接近ネットワーク（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１又
は他のワイヤレスローカルエリアネットワーク）を経て通信し、このネットワークは、次
いで、インターネットのような固定ネットワーク１３１５に結合される。又、ピア・ツー
・ピアネットワークも使用できる。更に、ワイヤード接続は、例えば、インターネットの
ようなネットワークへのイーサネット（登録商標）接続を含んでもよい。装置１３００Ａ
／Ｂとサーバー１３５０との間で最終的に通信するこれら及び他の仕方を具現化すること
ができる。
【０１１７】
　一実施形態では、記憶装置／メモリ１３１２は、本発明に関連して使用される種々のク
ライアントプログラム及びデータを記憶する。例えば、記憶装置／メモリ１３１２は、ク
ライアント／アプリケーション、例えば、ブラウザ１３３０、及びサービスクライアント
１３３１、例えば、ｅ－メールクライアント、フォトシェアリングクライアント、ＶｏＩ
Ｐクライアント、等を記憶するための記憶装置を含む。又、ここではサービスアクチベー
ションウィザードとも称されるサービスアクチベーションクライアント１３３２も含まれ
、これは、一般に、それ以前の図のクライアント２００に対応する。又、記憶装置１３１
２は、他のモジュール、例えば、ノンス発生モジュール１３３３及びサイン検証モジュー
ル１３３４も含む。サービスアクチベーションクライアント１３３２と一体的でも又はそ
れとは個別のものでもよい設定インストールモジュール１３３５は、受け取った設定ドキ
ュメントで装置１３００Ｂを構成できるようにするために設けられる。
【０１１８】
　モジュール１３３０－１３３５は、プロセッサ１３１０に関連して動作できる個別のモ
ジュールでもよいし、これらファンクションの各々を遂行する単一のモジュールでもよい
し、又は種々のファンクションを遂行する複数のそのようなモジュールを含んでもよいこ
とが明らかである。換言すれば、これらのモジュールは、複数のソフトウェア／ファーム
ウェアモジュールとして示されているが、同じソフトウェア／ファームウェアプログラム
に常駐しても、しなくてもよい。又、これらファンクションの１つ以上は、ハードウェア
を使用して遂行されてもよいことが明らかである。例えば、比較ファンクションは、ハー
ドウェア比較ファンクションを使用してハードウェアレジスタ又は他のメモリ位置のコン
テンツを比較することにより遂行されてもよい。これらのクライアント及びデータモジュ
ールは、本発明によるターミナルに関連したファンクション及びデータモジュールの形式
を代表するもので、余すところのないリストを表すことを意図していない。又、特に示さ
れていない他のファンクションも、プロセッサ１３１０により具現化することができる。
【０１１９】
　又、図１３は、ネットワークにおいて動作できる代表的なコンピューティングシステム
１３５０を示す。１つ以上のこのようなシステム１３５０を、ワイヤレスネットワーク１
３１６及び／又は固定ネットワーク１３１５のようなネットワーク（１つ又は複数）を経
て利用することができる。一実施形態では、コンピューティングシステム１３５０は、上
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述したサービスアクチベーションサーバーを表す。サーバーシステム１３５０は、単一シ
ステムでもよいし、分散型システムでもよい。図示されたコンピューティングシステム／
サーバー１３５０は、処理構成体１３５２を含み、これは、記憶装置／メモリ１３５４に
結合することができる。プロセッサ１３５２は、この技術で知られた種々の標準的なコン
ピューティングファンクションであって、ソフトウェア及び／又はファームウェアインス
トラクションによって指令されたファンクションを実行する。記憶装置／メモリ１３５４
は、ファームウェア、メディア記憶装置、及び／又はメモリを表す。プロセッサ１３５２
は、入力／出力（Ｉ／Ｏ）回路１３５６を通して他の内部及び外部コンポーネントと通信
することができる。又、コンピューティングシステム１３５０は、メディアドライブ１３
５８、例えば、ハード及びフロッピー（登録商標）ディスクドライブ、ＣＤ－ＲＯＭドラ
イブ、ＤＶＤドライブ、及び情報を読み取り及び／又は記憶できる他のメディア１３６０
も含むことができる。一実施形態では、本発明によりコンピューティングシステム１３５
０においてオペレーションを実行するためのソフトウェアは、メディア装置１３６０によ
り表わされたＣＤ－ＲＯＭ、ディスケット、磁気メディア、取り外し可能なメモリ、又は
情報をポータブル記憶できる他の形式のメディアに記憶され、分布されてもよい。又、こ
のようなソフトウェアは、データ信号を経てシステム１３５０へ送信され、例えば、デー
タネットワーク１３１５、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）（図示せず）、ワイヤ
レスネットワーク１３１６、及び／又はその組合せのようなネットワークを経て電子的に
ダウンロードされてもよい。
【０１２０】
　本発明の一実施形態によれば、記憶装置／メモリ１３５４、及び／又はメディア装置１
３６０は、本発明に関連して使用される種々のプログラム及びデータを記憶する。例えば
、単一又は分散型サービスアクチベーションサーバー１３５０は、サービスプロバイダー
リスト発生モジュール１３８０として示されたアプリケーション又はクライアントを含み
、これは、装置１３００Ｂにより与えられるパラメータに基づいてサービスプロバイダー
のセットから使用可能なサービスプロバイダーのリストを発生する。設定ドキュメント生
成モジュール１３８１は、装置１３００Ｂ及びサービスプロバイダー（図示せず）の一方
又は両方により与えられるパラメータに基づき設定ドキュメントを生成する。サービスプ
ロバイダー識別モジュール１３８２は、ｅ－メールアドレスのような何らかの情報が与え
られると、サービスプロバイダー（例えば、ｅ－メールプロバイダー）を識別するのに使
用される。コンタクトレコード生成モジュール１３８４は、新たなサービスの生成から生
じるか又は装置１３００Ａに対する構成情報を発生する結果として知られるユーザサービ
ス識別子（１つ又は複数）に基づいて、ｖＣａｒｄのようなコンタクトレコードを生成す
るのに使用できる。
【０１２１】
　又、ここに示すコンピューティングシステム１３５０は、ＤＳＰ回路１３６６及び少な
くとも１つのトランシーバ１３６８（これは、個別の送信器／受信器コンポーネントを指
すことも意図される）も備えている。サーバー１３５０は、ワイヤード接続を経てデータ
ネットワーク１３１５と通信できるが、サーバーは、それに加えて／それに代わって、ワ
イヤレスネットワーク１３１６と通信するようにトランシーバ１３６８が装備されてもよ
く、従って、アンテナ１３７０を使用することができる。
【０１２２】
　ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又はその組合せを使用して、本発明に
よるファンクション及びオペレーションを遂行することができる。上述した仕様を使用す
ると、本発明の幾つかの実施形態は、プログラミングソフトウェア、ファームウェア、ハ
ードウェア、又はその組合せを形成するための標準的プログラミング及び／又はエンジニ
アリング技術を使用することにより、マシン、プロセス、又は製造物品として具現化する
ことができる。それにより得られるプログラムであって、コンピュータ読み取り可能なプ
ログラムコードを有するプログラム（１つ又は複数）が、メモリ装置又は送信装置のよう
な１つ以上のコンピュータ使用可能な媒体内で実施されて、本発明によるコンピュータプ
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きる。従って、「コンピュータ読み取り可能な媒体」、「コンピュータプログラム製品」
又は他の同様の言語のような用語は、メモリ装置上又は送信装置内のコンピュータ使用可
能な媒体に永久的、一時的又は過渡的に存在するコンピュータプログラムを包含すること
が意図される。
【０１２３】
　例えば、本発明の一実施形態は、通信装置により使用できるサービスアカウントを生成
するためにコンピューティングシステムにより実行できるインストラクションが記憶され
たコンピュータ読み取り可能な媒体を含む。これらインストラクションは、送信されるべ
き１つ以上の装置パラメータを識別できるようにし、そして１つ以上のサービスプロバイ
ダーのリストの提示を容易にし、このリストは、１つ以上のパラメータを使用して、サー
ビスプロバイダーのセットから導出される。更に、これらインストラクションは、リスト
内のサービスプロバイダーの少なくとも１つをユーザが選択するのを容易にすると共に、
その選択されたサービスプロバイダーと通信して、その選択されたサービスプロバイダー
とのサービスアカウントを生成できるようにする。
【０１２４】
　以上の説明から、当業者であれば、適当な汎用又は特殊目的コンピュータハードウェア
で上述したように生成されたソフトウェアを組み合わせて、本発明を実施するコンピュー
ティングシステム及び／又はコンピューティングサブコンポーネントを生成すると共に、
本発明の方法を実施するためのコンピューティングシステム及び／又はコンピューティン
グサブコンポーネントを生成することが容易にできよう。
【０１２５】
　本発明の実施形態の以上の説明は、本発明を例示するためのである。これは、余すとこ
ろのないものでもないし、又、本発明を、ここに開示した正確な形態に制限するものでも
ない。前記教示に鑑み多数の変更や修正が考えられる。本発明の範囲は、この詳細な説明
で限定されるものではなく、特許請求の範囲によって決定されるものとする。
【符号の説明】
【０１２６】
　１０４：クライアント
　１０５：クライアント
　１０６：アクチベーションサーバー
　１１０：バックエンドサーバー
　１１２：ウェブサーバー
　１１３：アプリケーションサーバー
　１１４：アプリケーションサーバー
　２００：クライアント形式Ａ
　２０２：クライアント形式ｎ
　２０４Ａ：ウェブＵＩ
　２０４Ｂ：ウェブＵＩ
　２０６：サービスアクチベーションサーバー
　２０８：ｅ－メールプロバイダー
　２１０：サインサーバー
　２１２：設定データベース
　２１４：ウェブインターフェイス
　２１６：アドミニＵＩ
　２１８：モニタリング
　３００：ユーザ
　３０２：ハンドセット
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